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厚生労働科学研究費補助金(長寿科学政策研究事業) 
総 括 研 究 報 告 書（令和７年度） 

 
僻地、中山間地域、小規模自治体を中心とした医療・介護連携に係る 

指標の検討に資する研究 
 

研究代表者 赤羽 学（国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 部長） 
 

 
 

本研究の研究体制は以下のとおりである。 

・赤羽 学（国立保健医療科学院 医療・福祉

サービス研究部 部長） 

・大夛賀政昭（国立保健医療科学院 医療・福

祉サービス研究部 上席主任研究官） 

・中西康裕 （国立保健医療科学院 医療・福祉

サービス研究部 主任研究官） 

・金 雪瑩（国立保健医療科学院 医療・福祉

サービス研究部 主任研究官） 

・森井康博（国立保健医療科学院 保健医療経

済評価研究センター 主任研究官） 

・松本佳子（医療経済研究・社会保険福祉協会 

医療経済研究機構 政策推進部／研究部） 

・柴山志穂美（神奈川県立保健福祉大学 実践

教育センター・地域ケア教育部長） 

・赤羽たけみ（公立大学法人奈良県立医科大学 

医学部 博士研究員／宇陀市立病院 院長） 

・次橋幸男（公立大学法人奈良県立医科大学医

学部公衆衛生学 准教授） 

・西岡祐一（公立大学法人奈良県立医科大学医

学部公衆衛生学 助教） 

・山本貴文（北海道大学病院予防歯科 助教） 

研究要旨 

本研究は、僻地・中山間地域および小規模自治体における医療・介護連携の推進に資する評価指

標の検討を目的として実施した。これらの地域では、医療・介護資源の不足や人口規模の小ささに

起因するサービス提供体制の脆弱性が課題とされており、地域の実情に応じた評価指標および評価

方法の確立が求められている。本研究では、在宅医療の 4 つの場面（入退院支援、日常の療養支援、

急変時の対応、看取り）に基づき、医療・介護連携を包括的に捉えるロジックモデルを構築し、評価

指標の体系化を行った。さらに、医療・介護レセプトデータ（KDB）を用いて、これらの指標の抽

出可能性および地域差の把握を行い、実務的な評価手法としての有用性を検証した。また、歯科口

腔領域における連携指標の検討や、システマティックレビューによる僻地特有の評価視点の整理を

行い、地域特性に応じた指標設計の必要性を明らかにした。加えて、地域住民を対象としたアンケ

ート調査を実施し、医療・介護体制に対する認識や不安、災害時・感染症流行時における行政への期

待等を把握し、利用者視点を含めた評価の重要性を示した。これらの結果から、僻地・中山間地域お

よび小規模自治体における医療・介護連携の評価においては、従来の資源量やサービス提供量に基

づく評価に加え、「サービスの到達可能性」「多職種連携の質」「地域における生活基盤」「住民の

安心感」といった多面的視点を統合した評価枠組みが必要であることが示唆された。今後は、医療・

介護レセプトデータと住民意識を統合した分析を進めるとともに、本研究で提示したロジックモデ

ル評価指標の実証的検証を通じて、地域の実情に応じた実効性の高い評価手法の確立が求められる。 
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Ａ. 研究目的 

本研究は、僻地・中山間地域および小規模自治

体における医療・介護連携の推進に資する評価指

標および評価方法の検討を目的として実施した。

これらの地域では、医療・介護資源の不足や地理

的制約、人口規模の小ささ等により、都市部とは

異なる提供体制および連携のあり方が求められ

ている一方、従来の資源量やサービス提供量を中

心とした評価指標では、地域の実態を十分に反映

できない可能性が指摘されている。 

このため本研究では、在宅医療の 4つの場面（入

退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取

り）を基盤とし、医療・介護連携を包括的に捉え

るロジックモデルを構築するとともに、医療・介

護レセプトデータ等を用いた指標の抽出可能性

および地域差の把握を行う。また、歯科口腔領域

を含む多職種連携の観点や、システマティックレ

ビューによる理論的整理、さらに地域住民の認識

やニーズの把握を通じて、供給体制のみならず利

用実態および利用者視点を含めた多面的な評価

のあり方を検討した。 

具体的には以下の研究課題を実施した。 

・在宅医療および、在宅医療・介護連携の基本ロ

ジックモデル・指標の開発（松本、赤羽学、次橋、

西岡、中西、金、大夛賀、柴山） 

・在宅医療・介護ロジックモデルの中間アウトカ

ム指標の活用検討：医科・調剤・歯科レセプトを

用いた粗集計（中西、金、次橋、西岡、森井、赤

羽学） 

・介護レセプトデータを用いた在宅医療・介護連

携機能に係わる指標の算出 -2018–2022年の推移

および二次医療圏別分析- （金、中西、赤羽学） 

・僻地・中山間・小規模自治体における医療・介

護連携指標の検討 歯科口腔領域におけるロジ

ックモデル案（山本） 

・僻地・中山間地域における医療・介護連携の評

価手法に関する文献的検討（大夛賀、柴山） 

・地域住民を対象としたウェブアンケートによる

医療・介護連携に関する住民意向調査（赤羽学、

大夛賀、中西、金、松本、赤羽たけみ） 

 

Ｂ．研究方法 
 
Ｂ．１．全体概要 
 本研究では、まずロジックモデルの構築により

評価指標の体系化を行い、次に医療・介護レセプ

トデータを用いて指標の抽出可能性および地域

差を検証した。さらに、歯科領域における指標の

検討、システマティックレビューによる評価視点

の整理、地域住民の意向把握を通じて、多面的な

評価の必要性を明らかにした。 

 以下に各分担研究の概要と班会議について示

す。 

 

（班会議の参加メンバー）（敬称略、順不同） 

・赤羽 学（国立保健医療科学院 医療・福祉サ

ービス研究部 部長） 

・大夛賀政昭（国立保健医療科学院 医療・福祉

サービス研究部 上席主任研究官） 

・中西康裕 （国立保健医療科学院 医療・福祉サ

ービス研究部 主任研究官） 

・金 雪瑩（国立保健医療科学院 医療・福祉サ

ービス研究部 主任研究官） 

・森井康博（国立保健医療科学院 保健医療経済

評価研究センター 主任研究官） 

・松本佳子（医療経済研究・社会保険福祉協会 医

療経済研究機構 政策推進部／研究部） 

・柴山志穂美（神奈川県立保健福祉大学 実践教

育センター・地域ケア教育部長） 

・赤羽たけみ（公立大学法人奈良県立医科大学 

医学部 博士研究員、宇陀市立病院 院長） 

・次橋幸男（公立大学法人奈良県立医科大学医学

部 准教授） 

・西岡祐一（公立大学法人奈良県立医科大学医学

部 助教） 

・山本貴文（北海道大学病院予防歯科 助教） 
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（班会議の開催状況） 

・令和７年６月２５日（水）（ハイブリッド） 

・令和８年２月２６日（木）（オンライン） 

 

（倫理面への配慮） 

本研究を実施するに際して、国立保健医療科学

院研究倫理審査委員会の承認を受けた。医療・介

護レセプト連結データベース（KDB）の分析結果に

ついては、関連するガイドラインに従い、個人お

よび医療機関・介護事業所等が特定されないよう、

最小集計単位の設定等の配慮を行ったうえで公

表審査を受けて承認を得た。 

 
Ｂ．２．分担研究について 

本年度研究として、A 研究目的に示した課題を

実施した。詳細については、それぞれの分担研究

報告書を参照されたい。 
 

Ｂ．２．1. 在宅医療および、在宅医療・介護連携

の基本ロジックモデル・指標の開発 
 僻地・中山間地域・小規模自治体における在宅

医療および在宅医療・介護連携の施策評価に資す

る基本ロジックモデルおよび評価指標の開発を

目的として、合議的検討を行った。具体的には、

医療経済研究機構が作成した在宅医療分野のロ

ジックモデルおよび指標データ集を原案とし、厚

生労働省の医療計画に係る指針、在宅医療・介護

連携推進事業の手引き、関連する交付金評価指標

等を参照した。また、47都道府県の医療計画にお

ける在宅医療分野の施策内容を分析し、その結果

を反映した。検討は研究代表者・分担者・協力者

で構成されるチームにより、5 回の議論を通じて

行い、ロジックモデルの構成要素および評価指標

の妥当性について検討した。 

 

Ｂ．２．２. 在宅医療・介護ロジックモデルの中

間アウトカム指標の活用検討：医科・調剤・歯科

レセプトを用いた粗集計 

本研究では、在宅医療・介護ロジックモデルに

おいて設定された中間アウトカム指標について、

レセプトデータを用いた抽出可能性を検証する

ことを目的とし、医科（入院・入院外）、歯科、

調剤レセプトを用いた分析を行った。対象データ

は、奈良県 KDB 改良データに基づく 2018 年度か

ら 2022 年度までの医療・介護レセプトとし、匿名

化された患者単位での追跡が可能なデータを用

いた。分析対象は、在宅医療の 4つの場面（入退

院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り）

に対応する中間アウトカム指標とし、各指標につ

いて診療行為コードに基づくレセプト定義を行

った。その上で、性・年齢別および地域別に該当

患者の抽出を行い、県全体の年次推移および二次

医療圏別の実患者数を集計した。主な分析対象は

75歳以上の後期高齢者とし、指標ごとに抽出可能

性および集計結果の特性を検討した。 

 

Ｂ．２．３. 介護レセプトデータを用いた在宅医

療・介護連携機能に係わる指標の算出 -2018–

2022年の推移および二次医療圏別分析- 

在宅医療・介護連携機能を可視化するため、介

護レセプトデータを用いて算出可能な評価指標

を整理し、ロジックモデルに基づき体系的に分析

を行った。対象データは奈良県 KDB に含まれる

2018年度から2022年度までの介護レセプトとし、

「入退院支援」では退院退所加算や入院時情報連

携加算、「日常の療養支援」では訪問看護、訪問

薬剤管理指導、訪問口腔衛生指導、訪問リハビリ

テーション等の利用者数、「急変時の対応」では

夜間・早朝・深夜の訪問看護利用者数、「看取り」

ではターミナルケア加算および看取り介護加算

の利用者数を用いた。各指標について年度別の件

数・利用者数を集計し、経年推移を整理するとと

もに、2022年度については二次医療圏別に集計し

地域差の分析を行った。 

 

Ｂ．２．４. 僻地・中山間・小規模自治体におけ

る医療・介護連携指標の検討 歯科口腔領域にお

けるロジックモデル案 
歯科口腔領域に着目し、在宅歯科診療の現状と

課題を把握するためのレビューを実施した。対象
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とした資料は、行政資料、事業報告書、関連調査

結果等とし、歯科医療資源の配置状況、訪問歯科

診療の提供体制、医療・介護との連携状況、在宅

歯科医療推進上の障壁等について整理した。また、

これらの結果をもとに、地域特性に応じて把握可

能で説明可能性の高い評価指標候補を抽出した。

さらに、レビュー結果に基づき、歯科領域におけ

る在宅医療・介護連携のロジックモデル案を作成

し、インプット、アクティビティ、アウトプット

の枠組みに沿って整理するとともに、対象者の状

態に応じた層別化の視点を導入した。 

 

Ｂ．２．５．僻地・中山間地域における医療・介

護連携の評価手法に関する文献的検討 

僻地・中山間地域および小規模自治体における

医療・介護連携の評価指標の検討に資することを

目的として、システマティックレビューを実施し

た。文献検索は PRISMA ガイドラインに準拠し、

2015 年 1 月から 2025 年 1 月までに公表された国

内外の研究を対象に、PubMed、Cochrane Library、

Google Scholar 等のデータベースを用いて実施

した。検索では「統合的ケア」「医療・介護連携」

「僻地・農村」「評価指標」等の概念を組み合わ

せ、包含基準として医療と介護の連携を扱い、僻

地または医療資源不足地域を対象とし、評価指標

またはアウトカムを定量的に示した研究を選定

した。一次スクリーニングおよび全文査読を経て

61 件の文献を分析対象とし、研究デザイン、対象

地域、介入内容、評価指標等を抽出した。 

 

Ｂ．２．６．地域住民を対象としたウェブアンケ

ートによる医療・介護連携に関する住民意向調査 

本研究では、地域住民の意向やニーズを把握す

るためのウェブアンケート調査を実施した。対象

は奈良県在住の 40～79 歳の住民とし、年齢階級

別および男女別の人口構成比に基づく割付を行

い、インターネット調査会社の登録モニターを用

いて調査を実施した。基本属性に加えて、健康状

態、医療・介護利用状況、地域とのつながり、在

宅医療に関する認識、災害時および感染症流行時

における行政への期待等を把握した。さらに、自

由記述回答についてはテキスト分析ソフト（KH 

Coder）を用いて頻出語分析および共起ネットワ

ーク分析を行い、住民意識の構造的把握を試みた。 

 

Ｃ. 研究結果 
 
Ｃ. １．在宅医療および、在宅医療・介護連携の

基本ロジックモデル・指標の開発 

最終アウトカム 1項目、中間アウトカム 5項目、

初期アウトカム 41 項目、施策およびアウトプッ

トから構成される基本ロジックモデルを構築し、

合計 105の評価指標を設定した。中間アウトカム

は、在宅医療の 4つの場面（入退院支援、日常の

療養支援、急変時対応、看取り）に加え、「災害・

新興感染症発生時の対応」を新たに設定した。最

終アウトカムは「住民が住み慣れた地域で自分ら

しい生活を継続できる」とし、QOL、自宅での孤立

死、死亡場所別割合などの指標を設定した。各中

間アウトカムにおいては、医療・介護レセプトか

ら把握可能なサービス量指標に加え、連携や質を

評価する指標を設定した。また、初期アウトカム

では、資源整備、多職種連携、人材育成、住民意

識など、施策実施に必要な基盤要素を整理した。 

 

Ｃ. ２．在宅医療・介護ロジックモデルの中間ア

ウトカム指標の活用検討：医科・調剤・歯科レセ

プトを用いた粗集計 

「看取り」における一部指標を除き、ほとんど

の中間アウトカム指標について医科・歯科・調剤

レセプトからの抽出が可能であった。特に、「入

退院支援」における退院調整を受けた患者数や、

「急変時の対応」における夜間・休日・深夜の往

診患者数は、経年的に増加傾向を示し、在宅医療

提供体制の変化を反映する指標として有用であ

ることが確認された。一方で、「日常の療養支援」

における訪問リハビリテーションや訪問栄養指

導、小児対象指標などでは、抽出患者数が極めて

少なく、集計値の多くがマスキング対象となった。
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また、訪問歯科診療では対象とする診療行為コー

ドの範囲により実患者数や推移が大きく変動し、

指標定義の違いが結果に大きな影響を与えるこ

とが示された。さらに、「看取り」に関する訪問

看護指標については、医療レセプトのみでは把握

が困難であることが明らかとなった。 

 

Ｃ. ３．介護レセプトデータを用いた在宅医療・

介護連携機能に係わる指標の算出 -2018–2022年

の推移および二次医療圏別分析- 

すべての機能において介護レセプトデータか

ら指標の算出が可能であり、在宅医療・介護連携

機能の状況を把握できることが確認された。経年

推移では、多くの指標で緩やかな増加傾向が認め

られ、特に訪問薬剤管理指導の利用者数は他の指

標と比較して顕著な増加を示した。「急変時の対

応」に関する夜間・早朝・深夜の訪問看護利用者

数も増加傾向にあり、時間外対応体制の拡充が示

唆された。「看取り」では、特別養護老人ホーム

等における看取り介護加算が大きく増加し、施設

における看取り体制の強化が示された。一方、「入

退院支援」に関する指標では年度による変動がみ

られた。二次医療圏別の分析では、各機能におい

て一定の地域差が認められ、サービス提供状況が

地域により異なる可能性が示された。 

 

Ｃ. ４．僻地・中山間・小規模自治体における医

療・介護連携指標の検討 歯科口腔領域における

ロジックモデル案 

レビューの結果、歯科医療資源の偏在は小規模

都市レベルでは一定の改善がみられる一方、僻地

では依然として大きな課題が残されていた。また、

在宅歯科医療の推進には医科医療機関、介護支援

専門員、訪問看護、地域包括支援センター等との

連携が不可欠であるが、実態としては紹介・依頼

ベースの連携が中心であり、制度的に整備された

連携体制は十分とはいえない状況が示された。さ

らに、歯科衛生士の確保が困難であることが在宅

歯科医療の提供制約となっていることが確認さ

れた。これらを踏まえ、在宅歯科診療利用率や居

宅療養管理指導（歯科）利用率、口腔衛生管理加

算の施設カバー率等の指標候補を整理し、対象者

の状態像に応じたロジックモデル案を作成した。 

 

Ｃ. ５．僻地・中山間地域における医療・介護連

携の評価手法に関する文献的検討 

4 つの主要テーマが抽出された。第一に、従来

の医療資源量を中心とした構造指標から、「サー

ビスが住民にどの程度到達しているか」を評価す

る到達可能性（Reachability）への転換が重要で

あることが示された。第二に、遠隔医療の導入だ

けでなく、支援者が介在する「支援付き遠隔医療」

が実効性の高い評価対象となることが示された。

第三に、多職種連携においてはタスク・シフティ

ングや多機能人材の活用が重要であり、共有ケア

プランやカンファレンスの質を評価するプロセ

ス指標が重視されていた。第四に、インフォーマ

ル・ケアの役割が大きく、介護者負担等の指標が

重要な評価対象となることが示された。これらの

知見を踏まえ、インプットからインパクトまでの

5 段階から構成されるロジックモデルを整理する

とともに、ACSC入院率や在宅看取り率、支援付き

遠隔診療実施率等、僻地特有の課題に対応した評

価指標を抽出した。 

 

Ｃ. ６．地域住民を対象としたウェブアンケート

による医療・介護連携に関する住民意向調査 

有効回答数は 1,681名であり、奈良県内全自治

体から回答を得た。急病時の対応については、適

切な医療が受けられると考える者が一定数存在

する一方、不安を感じる者も同程度存在し、地域

の医療提供体制に対する認識が分かれていた。最

期を迎える場所として自宅を希望する者が約半

数を占め、在宅療養・看取りへのニーズの高さが

示された。自由記述分析では、医療・介護連携へ

の不安、医療機関や介護資源の不足、相談体制の

不明確さが主要な課題として抽出された。災害時
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および感染症流行時においては、医療・介護体制

の維持に加え、行政による迅速かつ正確な情報提

供への期待が大きいことが確認された。 

 

Ｄ. 考察  

 

Ⅾ. １．在宅医療および、在宅医療・介護連携の

基本ロジックモデル・指標の開発 

本研究により、在宅医療の提供体制に加え、医

療・介護連携や地域全体のケア提供体制を包括的

に捉えるロジックモデルを構築できた点に意義

がある。特に、孤立死や救急搬送、看取り体制な

ど、地域の在り方や施策の方向性を議論する上で

重要な指標を体系的に整理できたことは、政策的

意義が高い。また、僻地・中山間地域・小規模自

治体においては資源制約が大きいため、単一の指

標ではなく複数の指標の関係性を踏まえた評価

が必要であり、ロジックモデルの活用が有効と考

えられる。一方で、サービスの質や多職種連携、

利用者・家族の主観的評価に関する指標について

は、データ収集方法が未確立であり、今後の検討

課題である。 
 

Ⅾ. ２．在宅医療・介護ロジックモデルの中間ア

ウトカム指標の活用検討：医科・調剤・歯科レセ

プトを用いた粗集計 

レセプトデータ分析から在宅医療・介護連携に

係る中間アウトカム指標の多くを把握可能であ

り、地域の医療提供体制やサービス利用の動向を

客観的に把握する手段として有用であることが

示された。一方で、地域単位での評価を行う際に

は、市町村単位での集計が必要となるが、人口規

模の小さい地域では抽出患者数が少なく、マスキ

ングの影響により実務的な活用が制約される可

能性がある。また、診療行為コードの設定範囲に

よって指標値が大きく変動することから、分析目

的に応じた適切なレセプト定義の設定が不可欠

である。訪問看護等の一部サービスは医療レセプ

ト単独では把握が困難であり、在宅療養の実態を

包括的に評価するためには、介護レセプトを含め

た統合的な分析基盤の構築が必要である。 

 

Ⅾ. ３．介護レセプトデータを用いた在宅医療・

介護連携機能に係わる指標の算出 -2018–2022年

の推移および二次医療圏別分析- 

介護レセプトデータは在宅医療・介護連携機能

を多面的に把握する上で有用なデータソースで

あることが示された。特に、訪問系サービスや施

設サービスの利用状況を通じて、在宅療養を支え

る支援体制の拡充状況を把握できる点に意義が

ある。一方で、指標の増減には制度改正や報酬体

系の変更、感染症流行などの外的要因が影響して

いる可能性があり、単純な増減のみで評価するこ

とには限界がある。また、地域差の分析において

は、人口規模や高齢化率の違いが結果に影響を与

えるため、分母を考慮した指標設計が必要である。

さらに、介護レセプト単独では医療サービスとの

連携状況を十分に把握できないため、医療レセプ

トとの突合による統合的分析が求められる。 

 

Ⅾ. ４．僻地・中山間・小規模自治体における医

療・介護連携指標の検討 歯科口腔領域における

ロジックモデル案 

歯科領域における在宅医療・介護連携の評価に

おいては、地域の医療資源および人的資源の制約

を踏まえた指標設計が不可欠であることが示唆

された。特に、都市部を前提とした歯科衛生士配

置や施設基準に基づく評価のみでは、僻地・中山

間地域・小規模自治体の実態を適切に反映できな

い可能性がある。また、歯科単独の提供体制では

なく、医療・介護との連携状況をどのように可視

化するかが重要な課題であり、医療保険・介護保

険双方のデータを活用した構造指標・プロセス指

標の組み合わせが有効と考えられる。 

 

Ⅾ. ５．僻地・中山間地域における医療・介護連

携の評価手法に関する文献的検討 

僻地・中山間地域における医療・介護連携の評

価は、都市部で用いられてきた効率性中心の評価

モデルとは異なる視点が必要であることが明ら
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かとなった。特に、医療資源の量的充足ではなく、

限られた資源をいかに活用し住民にサービスを

届けるかという機能的評価への転換が求められ

る。また、遠隔医療やモバイル診療、多職種によ

る役割分担など、地域特性に応じた柔軟な提供体

制を評価するためには、構造指標に加えプロセス

指標およびアウトカム指標を組み合わせた多層

的な評価が必要である。 

 

Ⅾ. ６．地域住民を対象としたウェブアンケート

による医療・介護連携に関する住民意向調査 

地域における医療・介護連携の評価においては、

サービス提供体制そのものだけでなく、住民がそ

れをどのように認識し、安心感を得ているかとい

う視点を取り入れる必要があることが示唆され

た。特に、医療・介護の連携体制が整備されてい

ても、住民に十分認知されていない場合には、実

質的な安心感の向上にはつながらない可能性が

ある。さらに、災害時や感染症流行時のような非

常時における対応能力は、地域の医療・介護連携

体制の強靭性を示す重要な観点である。 

 

Ｅ. 結論 

 

Ｅ.１．在宅医療および、在宅医療・介護連携の基

本ロジックモデル・指標の開発 

本研究では、在宅医療および在宅医療・介護連

携の施策評価に活用可能な汎用的な基本ロジッ

クモデルを開発し、105 の評価指標を設定した。

本モデルは、都道府県および市町村における施

策・事業の評価や見直し、地域関係者間の合意形

成に資する基盤として活用可能である。今後は、

各指標のデータ収集方法の整理とともに、実デー

タを用いた妥当性検証を進め、地域特性に応じた

指標体系の精緻化を図る必要がある。 

 

Ｅ.２．在宅医療・介護ロジックモデルの中間アウ

トカム指標の活用検討：医科・調剤・歯科レセプ

トを用いた粗集計 

本研究では、在宅医療・介護ロジックモデルに

基づく中間アウトカム指標について、医科・歯科・

調剤レセプトを用いた抽出可能性を検証し、その

多くが実務的に把握可能であることを示した。一

方で、市町村単位での集計におけるマスキングへ

の対応、指標定義の精緻化、医療・介護レセプト

を統合した分析基盤の構築といった課題が明ら

かとなった。 

 

Ｅ.３．介護レセプトデータを用いた在宅医療・介

護連携機能に係わる指標の算出 -2018–2022年の

推移および二次医療圏別分析- 

介護レセプトデータを用いて在宅医療・介護連

携機能に係る指標を整理し、経年推移および地域

差の把握が可能であることを示した。これにより、

地域における在宅療養支援体制の現状を客観的

に把握する基礎的手法を提示した。一方で、より

精緻な評価に向けては、医療レセプトとの突合、

分母の統一化、地域特性を考慮した指標設計が必

要である。 

 

Ｅ.４．僻地・中山間・小規模自治体における医療・

介護連携指標の検討 歯科口腔領域におけるロジ

ックモデル案 

歯科口腔領域における在宅医療・介護連携の現

状と課題を整理し、地域特性を踏まえたロジック

モデル案および評価指標候補を提示した。特に、

僻地・中山間地域・小規模自治体においては、歯

科医療資源の偏在や連携体制の未整備といった

課題が存在することから、地域の実情に応じた柔

軟な指標設計が求められる。今後は、本研究で提

示したロジックモデル指標案について実証的検

証を行い、実務において活用可能な評価枠組みへ

と発展させる必要がある。 

 

Ｅ.５．僻地・中山間地域における医療・介護連携

の評価手法に関する文献的検討 

僻地・中山間地域における医療・介護連携の評

価に関するシステマティックレビューを通じて、

従来の都市型評価モデルから「到達可能性」「統

合性」「持続可能性」を重視した地域適合型の評
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価枠組みへの転換の必要性を示した。また、ACSC

入院率や在宅看取り率、支援付き遠隔診療実施率

等、僻地の課題に対応した評価指標を提示した。 

 

Ｅ.６．地域住民を対象としたウェブアンケート

による医療・介護連携に関する住民意向調査 

 地域住民を対象としたアンケート調査により、

医療・介護連携に対する認識やニーズ、地域に求

められる条件を明らかにした。住民の視点からは、

医療・介護サービスの量的充実に加え、生活基盤

や情報提供体制を含めた包括的な支援体制が求

められていることが示された。 

 

Ｆ. 健康危険情報 

 なし 

 

Ｇ．研究発表 

１.論文発表 

 なし 

 ２．学会発表 

 なし 

 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

 なし 

２．実用新案登録 

 なし 

３．その他 

 なし 
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厚生労働科学研究費補助金(長寿科学政策研究事業) 

「僻地、中山間地域、小規模自治体を中心とした医療・介護連携に係る指標の検討に資する研究」 

分 担 研 究 報 告 書（令和 7年度） 

 

在宅医療および、在宅医療・介護連携の基本ロジックモデル・指標の開発 

 

研究分担者 松本 佳子    医療経済研究機構 研究部 

研究代表者 赤羽 学     国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 

研究分担者 次橋 幸男   公立大学法人奈良県立医科大学 公衆衛生学講座 

研究分担者 西岡 祐一    公立大学法人奈良県立医科大学 公衆衛生学講座 

研究分担者 中西 康裕   国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 

研究分担者 金 雪瑩    国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 

研究分担者 大夛賀 政昭  国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 

研究分担者 柴山 志穂美  公立大学法人神奈川県立保健福祉大学 実践教育センター 

 

 

 

協力研究者 

伴正海（おうちの診療所） 

吉田真季（医療経済研究機構 政策推進部） 

 

Ａ. 研究目的 

人口の高齢化に伴い、2040 年頃にかけて、医

療と介護の複合ニーズを抱える高齢者や認知

症高齢者の増加が見込まれており、在宅医療・

介護のニーズの増加がさらに進むことが想定

研究要旨 

目的：僻地、中山間地域、小規模自治体における在宅医療・介護連携のアウトカムおよび指標の検討・開

発にむけ、いずれの地域にもあてはまる汎用性の高い、基本ロジックモデル・指標を開発することを目的と

した。 

方法：都道府県の医療計画における在宅医療分野について、先行して、作成されていたロジックモデル・

指標を原案とし、市町村の在宅医療・介護連携推進事業に関わる各種資料、在宅医療・介護施策・事業

に関わる近年の動向や研究結果を参考に、研究者チームで議論を重ねた。チームでの議論は、5 回のオ

ンラインミーティングと、随時電子メールで行った。 

結果：1 最終アウトカム、5 中間アウトカム（入退院支援（退院支援）、日常の療養支援、急変時の対応、看

取り、災害・新興感染症発生時の対応）、41 初期アウトカム、施策例、からなる基本ロジックモデルを開発

し、105 指標を設定した。基本ロジックモデルは、都道府県の在宅医療推進、市町村の在宅医療・介護連

携推進事業を想定し、汎用性を考慮して作成した。指標は、自地域のアウトカムの目指す姿や在るべき姿

を、地域の関係者で議論するための指標として、基本的なものを設定した。 

結論：在宅医療推進、在宅医療・介護連携推進事業の施策・事業評価に参照・活用できる、汎用性のある

基本ロジックモデルを開発し、指標を設定した。今後さらに、データの収集方法の整理と、データによる検

証を進める必要がある。 
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される。特に、僻地、中山間地域、小規模自治

体といった、人口減少が著しい地域においては、

医療・介護資源が限られる中で、ニーズに応え

る必要がある。各地域の特性に合わせた、効果

的な在宅医療・介護の施策展開は喫緊の課題で

あり、指標データの観察を踏まえた上で、住民

や地域の関係者と議論し、施策・事業の評価と

見直しが繰り返されることが期待される。 

 実効的な PDCA サイクルによる施策・事業展

開のツールとして、ロジックモデルの活用が推

進されている 1)。ロジックモデルは、行政の活

動が最終的な成果につながるまでの因果関係

を論理的に図式化したもの 2)で、EBPM（Evidence 

Based Policy Making）に役立つものとして、

様々な分野の政策評価で活用されている。保健

医療福祉の分野においても近年活用が広がっ

ており、都道府県の第 8次医療計画（令和 6年

度～令和 11 年度計画）では、24 府県がロジッ

クモデルと称する図を掲載していた 3)。近年で

は、介護保険事業（支援）計画 4)や、在宅医療・

介護連携推進事業においてもロジックモデル

を活用する自治体も見られている。 

ロジックモデルを活用する利点は、施策・事

業の有効性の体系的な評価が可能になること

で、施策・事業の改善に有益な情報が得られる

5)ことである。ロジックモデルでは、施策・事業

による成果（アウトカム）が明文化され、施策・

事業がなぜ機能するのかの考え方が図式化さ

れ、測定すべき重要指標が明らかになる 6)。医

療計画における在宅医療分野および、在宅医

療・介護連携推進事業において、指標例が様々

に示されてきた 8、9、10)。それらの指標を、施策・

事業評価に効果的に活用するには、指標をロジ

ックモデルと合わせて示し、どういうアウトカ

ムを把握するために必要なのか、他の指標とど

ういう関係にあるのか、を明示することが有効

と考えられる。また、ロジックモデルを検討す

ることで、これまでに示されなかったが設定す

べき重要な指標が明らかになる可能性もある。

これまで、ロジックモデルと指標が合わせて示

される事例 7)はあったが、その妥当性は検証さ

れていない。 

以上より、僻地、中山間地域、小規模自治体

における在宅医療・介護連携のアウトカムおよ

び指標の検討にむけ、いずれの地域にも当ては

まる汎用性の高い基本ロジックモデルを開発

し、指標を検討することを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

研究代表者、研究分担者および研究協力者で、

基本ロジックモデル見直し・検討チームを組織

し、5 回のオンラインミーティングと、随時電

子メールで、議論を重ねた。 

チームでの議論は、医療経済研究機構が公開

している医療計画在宅医療分野のロジックモ

デル・指標データ集 7)を原案として進めた。原

案としたロジックモデル・指標データ集は、厚

生労働省から発出された「疾病・事業及び在宅

医療に係る医療体制構築に係る指針」の内容お

よび指標例 8)を踏まえ、有識者の監修によって

作成されたものである。これに加えて、市町村

が行う在宅医療・介護連携推進事業を鑑み、在

宅医療・介護連携推進事業の手引き ver.49)、在

宅医療・介護連携推進事業の指標設定の手引き

10)、保険者機能強化推進交付金・介護保険保険

者努力支援交付金指標 11)などを参考にした。 

 また、47都道府県の医療計画における在宅医

療分野の施策を分析し、その結果を反映させた。 

 

Ｃ. 研究結果 

図１に示す基本ロジックモデル・指標を開発し

た。 

１．概要と趣旨 

１）基本ロジックモデルの構成 

 最終アウトカム、中間アウトカム、初期アウト

カム、施策、アウトプットの構成とし、アウトカ

ムそれぞれに指標を設定した。 

中間アウトカム以下は、在宅医療の４つの場面

「入退院支援（退院支援）」「日常の療養支援」

「急変時の対応」「看取り」8)に加え、近年必要性



2-3 
 

が高まっている、「災害・新興感染症発生時の対

応」を設定した。 

 

２）基本ロジックモデルの趣旨 

 基本ロジックモデルは、都道府県、市町村が、

自地域のロジックモデルの作成及び見直しを行

う際に参考になるよう、汎用性を考慮して作成し

た。具体的には、都道府県の医療計画における在

宅医療分野の施策・事業、市町村が行う介護保険

地域支援事業の在宅医療・介護連携推進事業を想

定した。 

そのため、ロジックモデルを記載する際は、最

終・中間アウトカムの主語は、都道府県の在宅医

療施策に対応できるよう、「地域住民」「在宅で

医療・介護を受ける住民」と設定した。ただし、

介護保険の地域支援事業の枠組みで行う市町村

が参考にすることを考慮し、最終アウトカムにつ

いては、「医療と介護の両方を必要とする高齢者

を主語として想定する」とした。 

初期アウトカム・個別施策は、都道府県や市町

村の資源など地域特性に大きき影響するため、主

要なものを設定した。 

なお、各種指針、先行事例、研究報告を参考に

作成しているが、必ずしも全てを網羅するものや、

全ての自治体に当てはまるものではない。 

 

３）指標設定の趣旨 

 在宅医療や在宅医療・介護連携の指標データを

解釈する場合、例えば死亡率や生存率のように、

高低によって良し悪しを判断できるものではな

い指標が多い。その解釈には、地域の資源状況や

価値観などが大きくかかわる。よって、指標デー

タの他地域との比較、経年変化、最終・中間・初

期アウトカム間の関係を観察し、自地域にとって

の目指すべき目標や最適解を、各地域の関係者で

議論するための指標として、基本的なものを設定

した。 

また、都道府県や市町村が行う施策・事業評価

において、今回設定した指標の全てを設定するこ

とを推奨するものではなく、各地域で取捨選択す

るなど、設定の際に参考にすることを想定した。 

現在データ収集方法が一般化されておらず、デ

ータが存在しない指標、研究ベースでの指標や考

え方も含めて、データ収集が都道府県や市町村の

調査実施に委ねられる指標も、考え方として重要

な指標は設定した。 

 

２．基本ロジックモデル・指標 

１）最終アウトカムと指標 

 最終アウトカムは、各指針 8,9)をもとに、「住民

が、高齢になっても病気になっても障害があって

も、住み慣れた地域で自分らしい生活を続けるこ

とができる」と設定した。ただし、市町村が介護

保険地域支援事業の枠組みで行う在宅医療・介護

連携推進事業では、医療と介護の両方を必要とす

る高齢者、を主語として想定する旨を追記した。 

 このアウトカムを測定する指標として、在宅療

養者の QOL（Quality of Life:生活の質）、自宅

で孤立して亡くなった高齢者数、場所別死亡割合

（自宅・老人ホーム・老人保健施設・介護医療院）、

の３指標を設定した。 

 在宅療養者の QOLは、在宅療養者本人の主観的

指標として重要であり、尺度開発のための研究も

散見されるが、自治体施策の評価指標として用い

られた事例はなく、収取方法の検討が望まれる指

標、とした。 

自宅で孤立して亡くなった高齢者数は、地域の

医療・介護の提供体制をはじめ、生活支援など

様々な地域の在り方が長期的に影響するもので

あり、最終アウトカムの指標として設定した。今

後、人口の高齢化と高齢者単身世帯の増加により、

孤立して亡くなる高齢者数の増加が見込まれる。

よって、高齢化による死亡数の増加よりも孤立し

て死亡する高齢者数が低い値で推移すること、発

生させないことを目指し、そのためには、地域で

どういうあり方が必要なのかを検討するための

指標として設定した。データは、人口動態調査の

死亡票の写し（死亡小票）を分析し、自宅死亡者

のうち死体検案書発行数を集計することで入手

できる。ただし、集計に係る負担も大きい。警察
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庁が公開している「警察取扱死体のうち、自宅に

おいて死亡した一人暮らしの者で、65 歳以上の者」

のデータが、都道府県別に公開されている 12)。「孤

立死」の概念と完全には一致せず、犯罪性のある

死体などによる過大・過小見積りの要因はあるが、

それの全体に与える影響は大きくない、とされて

おり 13)、このデータを活用できる可能性がある。 

 

２）中間アウトカムと指標 

（１）中間アウトカム１「入退院支援（退院支援）」 

「住民が、入退院支援を受け、円滑に在宅療養

に戻ることができる」と設定した。 

指標は、入退院支援に関わるサービス量を表す

指標として、医療レセプトから集計できる４指標、

介護レセプトから集計できる４指標を設定した。

加えて、サービスの質を表す指標として、介護支

援専門員が退院後のサービスを円滑に調整でき

た件数・割合、同一疾患で入退院を繰り返す患者

数、を収集方法の検討が望まれる指標として設定

した。 

 

（２）中間アウトカム２「日常の療養支援」 

 「住民が、住み慣れた地域で、疾患、重症度に

応じた多職種協働による医療・ケアを受けながら、

生活することができる」と設定した。 

 指標は、どのくらいの住民を地域で支えること

ができているのか、各専門職のサービス量のバラ

ンスを議論できるものとして、19 指標を設定した。

サービス提供量を表し、医療・介護レセプトから

集計できる、各専門職の訪問サービスを受ける患

者・利用者数、および介護保険サービスの利用者

数を設定した。 

サービスの質を表す指標は、収集方法の検討が

必要な指標として、ACSC（Ambulatory Care Sen-

sitive Conditions）の考え方を参考に「適切な時

期に効果的なケアをすることで不要な入院を避

けられる状態にある者の緊急入院、受診・往診・

訪問看護の回数」を設定した。また、家族介護者

支援へのニーズの高まりを鑑み「在宅療養・介護

を継続できると感じている療養者・家族介護者」

を設定した。 

 

（３）中間アウトカム３「急変時の対応」 

「在宅医療・介護を受けている住民が、病状急

変時に診療を受けることができる」と設定した。 

指標は 8指標を設定し、緊急の在宅療養者に対

して、地域でどこが、どのくらいの対応ができて

いるのか、今後どこが緊急時の対応を担えるのか

を、地域で議論するための指標として設定した。 

 具体的には、地域の臨時往診対応は昼間と夜間

のどちらが弱いのかを議論するため、休日・緊急

往診を受けた患者数・回数、夜間・深夜の往診を

受けた患者数・回数、を分けて集計する形で設定

した。また、夜間の対応について、医師による夜

間・深夜の往診を受けた患者数・回数、夜間・早

朝・深夜の訪問看護を受けた患者数、高齢者の夜

間救急搬送患者数、を設定した。高齢者の増加に

より、高齢者の救急搬送の増加が課題となってい

る。地域の夜間の対応を、在宅医療を担う医師、

訪問看護師、救急搬送のどこが担っているのか、

救急搬送がなぜ多いのか、適切なケアによって防

げたはずの救急搬送（誤嚥性肺炎、骨折、尿路感

染など）を減らすためにはどうしたらよいのか、

これらの対策を地域で議論するための指標とし

て設定した。医師、看護師の緊急時対応について

は、医療・介護レセプトを集計することで入手可

能である。高齢者の夜間の救急搬送数は、今後収

集方法の検討が期待される。夜間ではないが、消

防庁が公開している、都道府県別の高齢者（65歳

以上）の搬送人員数 14)が、参考の一つとなる。 

また、在宅医療を担う医療機関の中で、在宅療

養支援診療所・在宅療養支援病院は、24時間の対

応体制が要件となっている。この機能の妥当性を

議論する指標として、在宅療養支援診療所・在宅

療養支援病院の診療患者数あたりの緊急往診回

数、を設定した。このデータは、公開はされてい

ないが、地方厚生局「在宅療養支援診療所に係る

報告書」「在宅療養支援病院に係る報告書」によ

り収集・集計できる。 

緊急時の対応が妥当なものだったか、その質を
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議論する材料となる指標として、在宅患者訪問診

療料かつ救急医療管理加算１・２を算定された患

者数、を設定した。また在宅療養支援診療所・病

院と入院医療機関が連携した緊急入院の機能に

ついて、在宅患者緊急入院診療加算を算定した患

者数、を設定した。これらは、医療レセプトで集

計可能である。 

なお、介護保険施設等連携加算、協力対象施設

入所者入院加算は、令和 6年度の診療報酬改定で

新設されたが、算定状況が不明のため、今回は設

定を見送った。 

 

（４）中間アウトカム４「看取り」 

「住民が、住み慣れた自宅や介護施設等、患者

が望む場所で、看取りの医療・ケアを受けること

ができる」と設定した。 

指標は、地域のどこで看取りケアが受けられる

のか、手厚い看取りケアが受けられるのか、どの

くらい医療・介護が看取りに関われているのか、

を議論できるよう、６指標を設定した。 

在宅ターミナルケア加算を受けた患者数は、医

師による手厚い看取りがどこで受けられている

のかを議論できるよう、医療レセプトを、老人ホ

ームと、それ以外かで集計する形で設定した。 

在宅療養支援診療所と在宅療養支援病院は、看

取りへの対応が要件として設定されていること

から、地域での死亡のうち、在宅療養支援診療所・

在宅療養支援病院がどのくらい機能できている

のかを議論するため、地域の死亡者数あたりの在

宅療養支援診療所・在宅療養支援病院の看取り件

数、を設定した。公開されていないが、地方厚生

局「在宅療養支援診療所に係る報告書」「在宅療

養支援病院に係る報告書」により収集・集計でき

る。 

訪問看護による看取りケアを議論するため、訪

問看護によるターミナルケアを受けた利用者数

（医療保険・介護保険を含む）と、老健・看護小

規模多機能、定期巡回訪問介護看護でのターミナ

ルケアを受けた利用者数を設定した。また、特別

老人ホーム・グループホーム・特定施設での看取

りとして、看取り介護加算を算定した利用者数を

設定した。 

  

（５）中間アウトカム５「災害・新興感染症発生

時」 

「在宅医療・介護を必要とする住民が、災害時・

新興感染症発生時にも必要な医療・ケアを受ける

ことができる」と設定した。 

指標は、本来は有事の際に実際に医療・ケアを

受けられたかどうかを設定するべきではあるが、

現実的に測定が難しいため、「災害・新興感染症

発生時にも必要な医療・ケアが受けられると思う

患者・利用者」と主観的な指標を設定した。今後、

収集方法の検討が望まれる指標である。 

 

３）初期アウトカムと指標、施策 

初期アウトカムは、中間アウトカムのサービス

量と質を実現するための、ストラクチャー、連携、

人材育成、患者・住民の意識などを設定した。 

（１）「入退院支援（退院支援）」 

 ストラクチャーの整備として初期アウトカム

１項目４指標、入院医療機関と地域の機関や専門

職間の連携に関する初期アウトカム２項目３指

標、計３項目７指標を設定した。 

 

（２）「日常の療養支援」 

 医療・介護の提供主体に関わるアウトカム 12項

目 21指標を設定した。 

 医療・介護専門職の多職種連携について、多職

種連携尺度 15)を参考に５項目を設定した。収集方

法は、自治体による専門職向け調査が期待される

が、収取方法の検討は必要である。 

また、都道府県の施策分析、および近年の状況

を鑑み、初期アウトカムに「在宅医療・介護の多

職種が、生活困窮や虐待、身寄りのない者など社

会的課題、複合的課題、制度の間問題など事例に

対応できる」を設定した。 

認知症への対応について、初期アウトカムを１

項目「認知症患者の特養に応じた在宅医療・相談

支援の体制が整備されている」を設定し、指標と



2-6 
 

して認知症サポート医数、認知症初期集中支援チ

ームの相談数を設定した。 

 

（３）「急変時の対応」 

24 時間対応ができる在宅医療機関に関わるア

ウトカム１項目６指標、入院医療機関に関わるア

ウトカム１項目２指標、急変時の対応での連携に

関わるアウトカム２項目２指標、住民の意識・行

動に関わるアウトカム１項目１指標を設定した。 

 

（４）「看取り」 

看取りに関わる施設に関して５項目と 14 指標

を設定した。看取りに関わる施設として、在宅医

療機関、介護施設だけではなく、緩和ケア病床や、

ホームホスピスなど地域でターミナル期に対応

するケア施設数を想定した。 

看取り期の連携に関して２項目２指標、住民の

人生の最終段階における意思決定に関して１項

目１指標を設定した。 

 

（５）「災害・新興感染症発生時」 

計画・マニュアル作成に関するアウトカム１項

目３指標、連携と患者・住民の意識・理解に関す

る項目それぞれ１項目１指標を設定した。 

 

Ｄ. 考察   

 在宅医療の提供体制のみならず、医療と介護の

連携や、ACSC の概念、介護施設も含めて地域のケ

ア提供主体を幅広く想定したことで、在宅医療お

よび、在宅医療・介護連携に関して、汎用性のあ

る基本ロジックモデル・指標を設定できた。特に、

指標については、高齢者の孤立死や、夜間の緊急

時対応と救急搬送、看取り体制についてなど、地

域で目指すべき姿とその対策について議論を深

めるための指標が整理できた。自治体の施策・事

業評価支援を通じた在宅医療、在宅医療・介護連

携の施策推進において政策的意義があると考え

られ、都道府県や市町村への普及が期待される。

また、今回開発したロジックモデル、および指標

をもとに、僻地、中山間地域、小規模自治体で実

際に議論をすることによって、特有の課題とアウ

トカム、議論すべきポイントが明確にできると考

えられる。 

 設定した指標は、医療・介護レセプトから集計

可能な指標、公開されている既存の調査データか

ら集計可能なものが中心であるが、データ収集方

法を今後検討する必要な指標も存在する。特に、

サービスの質を把握する指標や、専門職間の連携

を把握する指標、サービス利用者・患者・家族の

主観的な指標、については、指標の定義やデータ

収集方法の検討が望まれる。自治体が指標設定時

に参考にできるためにも、データ収集方法の整理

と検討が必要である。 

 本研究に開発した基本ロジックモデル・指標は、

近年課題となっている事項や考え方も反映でき

た。今後は、指標データを用いて、妥当性の検証

を行っていく必要がある。 

 

Ｅ. 結論 

在宅医療推進、在宅医療・介護連携推進事業の

施策・事業評価に参照・活用できる、汎用性のあ

る基本ロジックモデルを開発し、指標を設定した。

データの収集方法の整理と、データによる検証と

を進める必要があるが、僻地、中山間地域、小規

模自治体に特有なアウトカム・指標の検討、地域

単位での在宅医療、在宅医療・介護連携の推進の

議論の枠組みに活用できる可能性がある。 

 

Ｆ. 健康危険情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表 

１.論文発表 

なし 

 

２.学会発表 

なし 

 

 



2-7 
 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 

なし 
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集
計

可
能

な
も

の

5
診

療
所

・
病

院
が

、
が

ん
患

者
に

在
宅

医
療

を
実

施
し

て
い

る
在

宅
が

ん
医

療
総

合
診

療
料

を
算

定
し

て
い

る
施

設
数

訪
問

口
腔

衛
生

指
導

（
歯

科
衛

生
士

に
よ

る
訪

問
）

を
受

け
た

患
者

数
レ

セ
プ

ト
以

外
公

開
さ

れ
て

い
る

調
査

デ
ー

タ
な

ど
か

ら
集

計
可

能
な

も
の

訪
問

看
護

事
業

所
数

・
従

事
者

数
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
（

薬
剤

師
に

よ
る

訪
問

）
を

受
け

た
者

の
数

デ
ー

タ
収

集
方

法
を

今
後

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
も

の
機

能
強

化
型

の
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
数

麻
薬

（
持

続
注

射
療

法
を

含
む

）
の

調
剤

及
び

訪
問

薬
剤

管
理

指
導

を
受

け
た

患
者

数
・

訪
問

看
護

従
事

者
を

特
定

行
為

研
修

や
認

定
看

護
師

教
育

課
程

に
派

遣
す

る
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
を

支
援

す
る

・
大

学
と

連
携

し
、

高
度

な
医

療
ケ

ア
に

対
応

す
る

た
め

の
看

護
7

訪
問

看
護

師
が

、
高

度
な

医
療

的
ケ

ア
・

介
護

に
対

応
す

る
た

め
の

看
護

技
術

を
獲

得
で

き
て

い
る

特
定

行
為

看
護

師
・

在
宅

看
護

認
定

看
護

師
数

無
菌

製
剤

（
TP

N
輸

液
を

含
む

）
の

調
剤

及
び

訪
問

薬
剤

管
理

指
導

を
受

け
た

患
者

数
歯

科
訪

問
診

療
を

実
施

し
て

い
る

診
療

所
・

病
院

数
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
受

け
た

患
者

数

在
宅

療
養

支
援

歯
科

診
療

所
数

訪
問

栄
養

指
導

を
受

け
た

患
者

数
・

県
薬

剤
師

会
と

連
携

し
、

在
宅

医
療

の
知

識
や

薬
局

薬
剤

師
の

役
割

を
間

な
る

研
修

を
実

施
す

る
。

・
多

職
種

と
の

連
携

強
化

を
支

援
す

る
取

組
を

実
施

す
る

。
9

薬
局

・
診

療
所

・
病

院
が

訪
問

薬
剤

指
導

を
実

施
し

て
い

る
訪

問
薬

剤
指

導
を

実
施

す
る

薬
局

・
診

療
所

・
病

院
数

訪
問

介
護

を
受

け
た

利
用

者
数

麻
薬

（
持

続
注

射
療

法
を

含
む

）
の

調
剤

及
び

訪
問

薬
剤

管
理

指
導

を
実

施
し

て
い

る
薬

局
数

小
規

模
多

機
能

・
看

護
多

機
能

を
受

け
た

利
用

者
数

無
菌

製
剤

（
TP

N
輸

液
を

含
む

）
の

調
剤

及
び

訪
問

薬
剤

管
理

指
導

を
実

施
し

て
い

る
薬

局
数

通
所

介
護

の
利

用
者

数

11
医

療
関

係
者

が
、

患
者

・
利

用
者

に
、

医
薬

品
や

医
療

・
衛

生
材

料
等

を
円

滑
に

供
給

で
き

て
い

る

医
薬

品
、

医
療

・
衛

生
材

料
の

供
給

体
制

が
あ

る
圏

域
数

通
所

リ
ハ

の
利

用
者

数

12
歯

科
診

療
所

・
病

院
が

、
歯

科
衛

生
士

に
よ

る
訪

問
口

腔
衛

生
指

導
を

実
施

し
て

い
る

訪
問

口
腔

衛
生

指
導

を
実

施
し

て
い

る
診

療
所

・
病

院
数

定
期

巡
回

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
・

看
護

の
利

用
者

数

13
診

療
所

・
病

院
・

介
護

事
業

所
・

介
護

施
設

が
、

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

実
施

し
て

い
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
実

施
し

て
い

る
診

療
所

・
病

院
・

介
護

老
人

保
健

施
設

・
介

護
医

適
切

な
時

期
に

効
果

的
な

ケ
ア

を
す

る
こ

と
で

不
要

な
入

院
を

避
け

ら
れ

る
状

態
に

あ
る

者
の

緊

14
診

療
所

・
病

院
が

訪
問

栄
養

食
事

指
導

を
実

施
し

て
い

る
訪

問
栄

養
食

事
指

導
を

実
施

し
て

い
る

診
療

所
・

病
院

数
在

宅
療

養
・

介
護

を
継

続
で

き
る

と
感

じ
て

い
る

療
養

者
・

家
族

介
護

者

介
護

支
援

専
門

員
数

小
児

の
訪

問
診

療
を

受
け

た
患

者
数

訪
問

介
護

事
業

所
数

小
児

の
訪

問
看

護
利

用
者

数

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所

、
小

規
模

看
護

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

所
数

小
児

の
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
を

受
け

た
患

者
数

定
期

巡
回

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
事

業
所

数 通
所

介
護

・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
事

業
所

数

令
和

5年
6月

29
日

医
政

発
06

29
第

3号
 厚

生
労

働
省

医
政

局
地

域
医

療
計

画
課

長
通

知
別

紙
「

疾
病

・
事

業
及

び
在

宅
医

療
に

係
る

医
療

体
制

構
築

に
係

る
指

針
」

別
表

1 2
「

在
宅

医
療

の
体

制
構

築
に

係
る

現
状

把
握

の
た

め
の

指
標

例
」

で
示

さ
れ

て
い

る
指

標

住
民

が
、

住
み

慣
れ

た
地

域
で

、
疾

患
、

重
症

度
に

応
じ

た
多

職
種

協
働

に
よ

る
医

療
・

ケ
ア

を
受

け
な

が
ら

、
生

活
す

る
こ

と
が

で
き

る

2

歯
科

診
療

所
・

病
院

が
在

宅
歯

科
診

療
を

実
施

し
て

い
る

10

診
療

所
・

病
院

が
訪

問
診

療
を

実
施

し
て

い
る

4

・
訪

問
診

療
に

必
要

な
機

器
・

物
品

整
備

の
補

助

8

・
新

た
に

在
宅

医
療

を
始

め
る

医
師

が
訪

問
診

療
に

同
行

体
験

す
る

機
会

の
提

供
と

セ
ミ

ナ
ー

の
開

催
・

オ
ン

ラ
イ

ン
診

療
導

入
に

向
け

た
情

報
機

器
整

備
支

援
・

訪
問

診
療

に
か

か
る

機
器

・
物

品
の

整
備

補
助

入
退

院
時

の
入

院
医

療
機

関
と

地
域

の
医

療
・

介
護

機
関

と
の

情
報

連
携

率

・
退

院
時

共
同

指
導

へ
の

多
職

種
の

参
画

支
援

3
 入

院
機

関
と

在
宅

医
療

・
介

護
機

関
が

、
退

院
後

に
患

者
に

起
こ

り
う

る
病

状
や

そ
の

対
応

に
つ

い
て

共
有

す
る

こ
と

が
で

き
る

薬
局

・
医

療
機

関
が

麻
薬

調
剤

や
無

菌
製

剤
処

理
等

の
高

度
な

薬
学

管
理

を
行

っ
て

い
る

15
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

が
整

備
さ

れ
て

い
る

・
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
や

訪
問

看
護

就
業

セ
ミ

ナ
ー

等
の

人
材

確
保

対
策

、
新

卒
・

新
任

訪
問

看
護

師
向

け
の

育
成

・
同

行
研

修
、

管
理

者
向

け
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
研

修
を

行
う

。
・

DX
を

活
用

し
た

業
務

の
効

率
化

に
よ

る
負

担
軽

減
を

は
か

る
。

・
看

護
協

会
等

と
連

携
し

、
訪

問
看

護
へ

の
興

味
・

関
心

を
高

め
る

動
機

付
け

研
修

等
を

実
施

す
る

。

6
十

分
な

規
模

を
持

つ
訪

問
看

護
事

業
所

・
施

設
が

整
備

さ
れ

て
い

る

住
民

が
入

退
院

支
援

を
受

け
、

円
滑

に
在

宅
療

養
に

戻
る

こ
と

が
で

き
る

1

住
民

が
高

齢
に

な
っ

て
も

病
気

に
な

っ
て

も
障

害
が

あ
っ

て
も

、
住

み
慣

れ
た

地
域

で
自

分
ら

し
い

生
活

を
続

け
る

こ
と

が
で

き
る

※
在

宅
医

療
・

介
護

連
携

推
進

事
業

（
介

護
保

険
）

の
場

合
は

、
「

医
療

と
介

護
の

両
方

を
必

要
と

す
る

高
齢

者
」

を
主

語
と

し
て

想
定

す
る

・
入

退
院

支
援

ル
ー

ル
の

運
用

・
評

価
・

見
直

し
・

地
域

ク
リ

テ
ィ

カ
ル

ケ
ア

パ
ス

の
運

用
・

IC
Tに

よ
る

入
院

医
療

機
関

と
在

宅
医

療
に

関
わ

る
機

関
の

診
療

情
報

共
有

の
支

援
・

入
院

医
療

機
関

と
在

宅
医

療
に

関
わ

る
同

職
種

間
で

の
情

報
共

有
・

診
療

連
携

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
配

置
・

病
院

看
護

師
、

訪
問

看
護

師
へ

の
研

修
実

施

2
入

院
医

療
機

関
と

在
宅

医
療

・
介

護
に

関
わ

る
機

関
が

、
入

院
初

期
か

ら
退

院
ま

で
、

必
要

な
情

報
を

共
有

す
る

こ
と

が
で

き
る

・
退

院
支

援
担

当
者

へ
の

研
修

な
ど

に
よ

る
人

材
育

成

1
入

院
医

療
機

関
が

退
院

支
援

担
当

者
を

配
置

し
、

退
院

支
援

を
実

施
し

て
い

る

1
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・
地

域
で

医
療

的
ケ

ア
児

等
の

支
援

を
総

合
調

整
す

る
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
を

養
成

す
る

。
・

家
族

介
護

者
へ

の
相

談
実

施
。

16
家

族
介

護
者

の
負

担
軽

減
に

資
す

る
サ

ー
ビ

ス
や

支
援

が
提

供
さ

れ
て

い
る

レ
ス

パ
イ

ト
に

対
応

す
る

施
設

数

・
関

係
機

関
へ

の
シ

ス
テ

ム
導

入
と

継
続

的
な

利
用

の
働

き
か

け
・

IC
Tシ

ス
テ

ム
導

入
支

援
・

情
報

共
有

ツ
ー

ル
の

作
成

・
運

用

17
在

宅
医

療
・

介
護

に
関

わ
る

多
職

種
間

、
多

機
関

間
が

、
平

常
時

に
情

報
共

有
が

で
き

て
い

る
。

連
携

の
た

め
の

ル
ー

ル
や

ツ
ー

ル
を

活
用

し
て

い
る

施
設

数
・

事
業

所
数

・
専

門
職

を
対

象
に

し
た

意
思

決
定

支
援

に
関

す
る

研
修

の
実

施
・

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
の

実
施

、
多

職
種

参
加

支
援

18
在

宅
医

療
・

介
護

に
関

わ
る

多
職

種
が

、
利

用
者

・
患

者
の

今
後

の
過

ご
し

方
に

つ
い

て
の

希
望

を
把

握
し

共
有

で
き

て
い

る

利
用

者
・

患
者

の
今

後
の

過
ご

し
方

に
つ

い
て

の
希

望
を

把
握

し
共

有
で

き
て

い
る

医
療

・
介

護
専

門
職

数
・

各
専

門
職

を
対

象
に

し
た

専
門

性
を

向
上

さ
せ

る
研

修
の

実
施

・
多

職
種

を
対

象
に

し
た

研
修

会
の

実
施

・
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

の
実

施
、

多
職

種
の

参
加

支
援

・
地

域
ケ

ア
会

議
へ

の
参

加
支

援

19

在
宅

医
療

・
介

護
に

関
わ

る
多

職
種

が
、

患
者

・
利

用
者

の
生

活
状

況
、

病
状

、
家

族
の

状
況

の
今

後
起

こ
り

う
る

変
化

に
つ

い
て

、
自

身
の

専
門

性
か

ら
判

断
し

、
他

職
種

と
共

有
で

き
て

い
る

今
後

起
こ

り
う

る
患

者
・

利
用

者
の

生
活

状
況

や
病

状
、

家
族

の
状

況
の

変
化

に
つ

い
て

、
自

身
の

専
門

性
か

ら
判

断
し

、
他

職
種

と
共

有
で

き
た

医
療

・
介

護
専

門
職

数

・
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

の
実

施
と

多
職

種
の

参
加

支
援

20
在

宅
医

療
・

介
護

に
関

わ
る

多
職

種
が

、
ケ

ア
の

方
針

・
計

画
に

つ
い

て
チ

ー
ム

全
体

で
合

意
し

、
意

見
交

換
で

き
て

い
る

チ
ー

ム
で

ケ
ア

の
方

針
や

計
画

に
つ

い
て

意
見

交
換

し
、

チ
ー

ム
全

体
で

合
意

を
図

れ
て

い
る

医
療

・
介

護
専

門
職

数
・

多
職

種
で

の
勉

強
会

、
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

・
多

職
種

の
参

加
型

研
修

会
（

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
、

事
例

検
討

）
の

開
催

21

在
宅

医
療

・
介

護
に

関
わ

る
多

職
種

が
、

チ
ー

ム
内

で
、

提
供

し
て

い
る

サ
ー

ビ
ス

の
具

体
的

内
容

を
互

い
に

知
り

、
他

職
種

と
気

後
れ

せ
ず

に
聞

け
る

関
係

を
築

く
こ

と
が

で
き

て
い

る

チ
ー

ム
内

で
、

提
供

し
て

い
る

サ
ー

ビ
ス

の
具

体
的

内
容

を
互

い
に

理
解

し
、

多
職

種
と

気
後

れ
せ

ず
に

聞
け

る
関

係
を

築
く

こ
と

が
で

き
て

い
る

医
療

・
介

護
専

門
職

数
・

多
職

種
で

考
え

る
研

修
会

の
実

施
・

医
療

・
介

護
関

係
者

へ
の

相
談

支
援

窓
口

の
設

置
22

在
宅

医
療

・
介

護
の

多
職

種
が

、
生

活
困

窮
や

虐
待

、
身

寄
り

の
な

い
者

な
ど

社
会

的
課

題
、

複
合

的
課

題
、

制
度

の
間

の
問

題
な

ど
の

困
難

事
例

に
対

応
で

き
て

い
る

（
検

討
中

）

・
在

宅
医

療
・

介
護

の
機

能
、

関
係

機
関

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

掲
載

・
市

町
村

、
関

係
団

体
と

連
携

し
た

普
及

啓
発

・
住

民
向

け
講

演
会

の
開

催
、

普
及

啓
発

動
画

の
作

成
、

出
前

講
座

実
施

・
在

宅
医

療
を

実
施

す
る

医
療

機
関

の
登

録
制

度
と

情
報

発
信

・
在

宅
療

養
す

る
場

合
に

必
要

な
情

報
の

発
信

・
情

報
の

W
eb

検
索

シ
ス

テ
ム

の
開

発

23
住

民
が

在
宅

医
療

・
介

護
を

知
り

、
在

宅
療

養
を

選
択

肢
の

一
つ

と
し

て
考

え
る

こ
と

が
で

き
る

在
宅

療
養

が
可

能
な

こ
と

を
知

っ
て

い
る

住
民

認
知

症
サ

ポ
ー

ト
医

数
認

知
症

初
期

集
中

支
援

チ
ー

ム
の

相
談

件
数 小

児
の

訪
問

診
療

を
実

施
し

て
い

る
診

療
所

・
病

院
数

小
児

の
訪

問
看

護
を

実
施

し
て

い
る

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

数
在

宅
医

療
チ

ー
ム

の
一

員
と

し
て

小
児

の
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
を

実
施

し
て

い
る

薬
局

数

【
急
変
時
の
対
応
】

往
診

を
実

施
し

て
い

る
診

療
所

・
病

院
数

往
診

を
受

け
た

患
者

数
・

回
数

在
宅

療
養

支
援

診
療

所
・

病
院

数
　

（
再

掲
）

休
日

・
緊

急
往

診
を

受
け

た
患

者
数

・
回

数
機

能
強

化
型

在
宅

療
養

支
援

診
療

所
・

病
院

数
（

再
掲

）
夜

間
・

深
夜

の
往

診
を

受
け

た
患

者
数

・
回

数

24
時

間
体

制
を

取
っ

て
い

る
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
従

事
者

数
夜

間
・

早
朝

・
深

夜
の

訪
問

看
護

を
受

け
た

患
者

数
・

回
数

機
能

強
化

型
の

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

数
（

再
掲

）
高

齢
者

の
夜

間
救

急
搬

送
患

者
数

24
時

間
対

応
可

能
な

薬
局

数
在

宅
療

養
支

援
診

療
所

・
在

宅
療

養
支

援
病

院
の

診
療

患
者

数
あ

た
り

の
緊

急
往

診
回

数

在
宅

療
養

後
方

支
援

病
院

数
在

宅
患

者
訪

問
診

療
料

か
つ

救
急

医
療

管
理

加
算

１
・

２
を

算
定

さ
れ

た
患

者
数

地
域

包
括

ケ
ア

病
床

数
在

宅
患

者
緊

急
入

院
診

療
加

算
を

算
定

さ
れ

た
患

者
数

（
医

療
保

険
　

入
院

レ
セ

）
・

急
変

時
の

連
携

ル
ー

ル
作

成
、

地
域

の
協

議
の

場
の

活
用

、
入

院
医

療
機

関
と

地
域

の
在

宅
医

療
機

関
の

事
前

か
ら

の
患

者
の

情
報

共
有

体
制

構
築

28
急

変
時

対
応

に
お

け
る

ル
ー

ル
や

ツ
ー

ル
が

消
防

関
係

者
も

含
め

て
共

有
さ

れ
て

い
る

急
変

時
の

連
携

体
制

が
運

用
さ

れ
て

い
る

圏
域

数

29
在

宅
医

療
・

介
護

の
専

門
職

が
、

緊
急

時
に

即
座

に
連

絡
で

き
る

ル
ー

ト
や

方
法

に
つ

い
て

共
有

で
き

て
い

る

急
変

時
の

連
絡

ル
ー

ト
や

方
法

に
つ

い
て

共
有

で
き

て
い

る
、

在
宅

医
療

・
介

護
専

門
職

数

30
患

者
や

家
族

が
病

状
急

変
時

に
お

け
る

連
絡

先
を

あ
ら

か
じ

め
知

っ
て

い
る

急
変

時
の

連
絡

先
や

対
応

方
法

を
把

握
し

て
い

る
在

宅
療

養
者

在
宅

医
療

・
介

護
を

受
け

て
い

る
住

民
が

、
病

状
急

変
時

に
診

療
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る

27
在

宅
医

療
機

関
が

、
搬

送
先

と
し

て
想

定
さ

れ
る

入
院

医
療

機
関

と
協

議
し

入
院

病
床

が
確

保
で

き
て

い
る

26
在

宅
医

療
機

関
が

24
時

間
対

応
で

き
て

い
る

3

認
知

症
患

者
の

特
徴

に
応

じ
た

在
宅

医
療

・
相

談
支

援
の

体
制

が
整

備
さ

れ
て

い
る

・
医

療
的

ケ
ア

児
支

援
セ

ン
タ

ー
を

中
心

に
、

小
児

科
医

や
訪

問
看

護
師

等
に

対
す

る
研

修
を

実
施

25
小

児
在

宅
医

療
を

実
践

す
る

人
材

が
育

成
さ

れ
連

携
で

き
て

い
る

・
県

医
師

会
、

県
看

護
協

会
、

訪
問

看
護

事
業

所
と

連
携

し
研

修
を

行
う

。
24
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【
看
取
り
】

在
宅

看
取

り
（

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
）

を
実

施
し

て
い

る
診

療
所

・
病

院
数

在
宅

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
を

受
け

た
患

者
数

（
有

料
老

人
ホ

ー
ム

等
・

そ
れ

以
外

）

在
宅

療
養

支
援

診
療

所
・

病
院

数
（

再
掲

）
看

取
り

数
（

死
亡

診
断

の
み

の
場

合
を

含
む

）

機
能

強
化

型
在

宅
療

養
支

援
診

療
所

・
病

院
数

（
再

掲
）

地
域

の
死

亡
者

数
あ

た
り

の
在

宅
療

養
支

援
診

療
所

・
在

宅
療

養
支

援
病

院
の

看
取

り
件

数
在

宅
が

ん
医

療
総

合
診

療
料

を
算

定
し

て
い

る
施

設
数

（
再

掲
）

訪
問

看
護

に
よ

る
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

を
受

け
た

利
用

者
数

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
を

実
施

し
て

い
る

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

数
老

健
・

看
護

小
規

模
多

機
能

、
定

期
巡

回
訪

問
看

護
介

護
で

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
を

受
け

た
利

用
機

能
強

化
型

の
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
数

（
再

掲
）

看
取

り
介

護
加

算
を

算
定

し
た

利
用

者
数

24
時

間
対

応
可

能
な

薬
局

数
（

再
掲

）

麻
薬

（
持

続
注

射
療

法
を

含
む

）
の

調
剤

及
び

訪
問

薬
剤

管
理

指
導

を
実

施
し

て
い

る
薬

局
数

無
菌

製
剤

（
TP

N
輸

液
を

含
む

）
の

調
剤

及
び

訪
問

薬
剤

管
理

指
導

を
実

施
し

て
い

る
薬

局
数

緩
和

ケ
ア

病
床

数

看
取

り
を

実
施

し
て

い
る

介
護

施
設

数

タ
ー

ミ
ナ

ル
期

に
対

応
し

た
ケ

ア
施

設
数

（
ホ

ー
ム

ホ
ス

ピ
ス

な
ど

）
在

宅
療

養
後

方
支

援
病

院
数

（
再

掲
）

地
域

包
括

ケ
ア

病
床

数
（

再
掲

）

・
医

療
・

ケ
ア

提
供

者
に

対
す

る
意

志
決

定
支

援
や

AC
Pに

関
す

る
研

修
、

介
護

職
員

へ
の

ケ
ア

に
関

す
る

研
修

、
な

ど
市

町
村

・
圏

域
で

の
研

修
や

職
能

団
体

で
の

研
修

36

在
宅

医
療

・
介

護
専

門
職

が
、

人
生

の
最

終
段

階
に

出
現

す
る

症
状

に
対

す
る

患
者

や
家

族
の

不
安

を
解

消
で

き
、

AC
Pが

進
め

ら
れ

る

緩
和

ケ
ア

や
AC

Pが
実

践
で

き
る

医
療

・
ケ

ア
従

事
者

数

・
IC

Tに
よ

る
情

報
共

有
ツ

ー
ル

の
導

入
運

用
支

援
・

看
取

り
に

お
け

る
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

や
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

の
開

催
支

援

37

在
宅

医
療

・
介

護
専

門
職

が
、

看
取

り
に

お
け

る
身

体
状

況
に

関
す

る
情

報
や

、
本

人
・

家
族

の
意

思
や

思
い

を
共

有
し

、
ケ

ア
を

提
供

す
る

こ
と

が
で

き
る

看
取

り
に

つ
い

て
多

職
種

で
身

体
情

報
や

、
本

人
・

家
族

の
意

思
や

想
い

を
共

有
し

、
ケ

ア
を

提
供

で
き

て
い

る
従

事
者

数

・
人

生
会

議
や

在
宅

看
取

り
に

関
す

る
普

及
啓

発
、

ツ
ー

ル
開

発
38

患
者

・
家

族
が

人
生

の
最

終
段

階
に

お
け

る
意

思
決

定
に

つ
い

て
知

り
、

医
療

や
ケ

ア
の

在
り

方
に

つ
い

て
周

囲
と

共
有

で
き

て
い

る

人
生

の
最

終
段

階
の

医
療

・
ケ

ア
に

つ
い

て
考

え
周

囲
と

共
有

で
き

て
い

る
住

民
数

【
災
害
・
新
興
感
染
症
発
生
時
】

個
別

支
援

計
画

が
策

定
さ

れ
て

い
る

患
者

数
5

在
宅

医
療

・
介

護
を

必
要

と
す

る
住

民
が

、
災

害
時

・
新

興
感

染
症

発
生

時
に

も
必

要
な

医
療

・
ケ

ア
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る

災
害

・
新

興
感

染
症

発
生

時
に

も
必

要
な

医
療

・
ケ

ア
が

受
け

ら
れ

る
と

思
う

患
者

・
利

用
者

災
害

対
策

マ
ニ

ュ
ア

ル
が

あ
る

医
療

機
関

・
事

業
所

数
業

務
継

続
計

画
が

あ
る

医
療

機
関

・
事

業
所

数
・

在
宅

医
療

・
介

護
に

関
わ

る
関

係
機

関
、

都
道

府
県

、
市

町
村

、
医

療
機

関
な

ど
が

、
災

害
発

生
時

・
新

興
感

染
症

発
生

時
対

応
に

つ
い

て
連

携
上

の
課

題
抽

出
及

び
対

応
策

の
検

討
う

協
議

し
た

二
次

医
療

圏
数

40

災
害

・
新

興
感

染
症

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

、
在

宅
医

療
・

介
護

に
関

わ
る

関
係

機
関

間
、

都
道

府
県

、
市

町
村

、
災

害
拠

点
病

院
を

は
じ

め
と

し
た

医
療

機
関

な
ど

関
係

機
関

と
の

連
絡

・
協

力
体

制
が

強
化

さ
れ

て
い

る

災
害

・
新

興
感

染
症

発
生

時
の

連
絡

・
協

力
体

制
が

構
築

さ
れ

て
い

る
二

次
医

療
圏

域
数

41
在

宅
療

養
者

が
、

災
害

・
新

興
感

染
症

発
生

時
で

の
対

応
に

つ
い

て
、

理
解

で
き

て
い

る

災
害

・
新

興
感

染
症

発
生

時
の

対
応

に
つ

い
て

理
解

で
き

て
い

る
患

者
・

利
用

者
数

入
院

機
能

を
有

す
る

医
療

機
関

が
必

要
に

応
じ

て
看

取
り

の
患

者
を

受
け

入
れ

ら
れ

る

・
BC

P計
画

の
作

成
支

援
、

研
修

実
施

39

在
宅

医
療

・
介

護
に

関
わ

る
施

設
・

事
業

所
が

、
災

害
発

生
時

・
新

興
感

染
症

発
生

時
に

も
適

切
な

医
療

を
提

供
す

る
た

め
の

計
画

を
策

定
し

て
い

る

33
薬

局
・

医
療

機
関

が
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

に
必

要
な

医
薬

品
や

医
療

機
器

等
を

提
供

し
て

い
る

35

診
療

所
・

病
院

が
患

者
の

看
取

り
を

実
施

し
て

い
る

4
住

民
が

、
住

み
慣

れ
た
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在宅医療・介護ロジックモデルの中間アウトカム指標の活用検討： 
医科・調剤・歯科レセプトを用いた粗集計 

 
研究分担者 中西 康裕 （国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部） 
研究分担者 金 雪瑩   （国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部） 
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研究分担者 西岡 祐一 （奈良県立医科大学 公衆衛生学講座） 
研究代表者 森井 康博 （国立保健医療科学院保健医療経済評価研究センター） 
研究代表者 赤羽 学   （国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部） 

 

 
Ａ. 研究目的 
さらなる高齢化の進展に伴い、地域の実情

に応じた在宅医療・介護連携を推進するため

には、在宅医療の提供体制や連携状況を客観

的に把握できる指標の整備が求められる。 
本研究では、在宅医療の 4 つの場面（入退

院支援、急変時の対応、日常の療養支援、看

取り）に応じて整理した在宅医療・介護ロジ

ックモデルの中間アウトカム指標を対象に、

各指標のレセプト上の定義付けを行ったうえ、

医科（入院・入院外）、歯科、調剤レセプトか

ら抽出可能であるかを検討する。 
 
Ｂ．研究方法 
奈良医大が作成した奈良県 KDB 改良デー

タ（再データベース化により匿名化された患

研究要旨 

 本研究では、在宅医療の 4 つの場面（入退院支援、急変時の対応、日常の療養支援、看取り）に

応じて整理した在宅医療・介護ロジックモデルの中間アウトカム指標を対象に、各指標のレセプト

上の定義付けを行ったうえ、医科（入院・入院外）、歯科、調剤レセプトから抽出可能であるかを

検討した。 

 分析の結果、「看取り」場面の一部を除くほぼ全ての指標において集計が可能であり、入退院支

援や夜間・休日等の往診の経年的な増加など、レセプトデータを用いて地域の在宅医療提供体制の

動向を把握できる有用性が確認された。一方で、地域の実情に即した評価を行う上で市町村単位で

のデータ抽出が必要となるものの、抽出患者数 10 未満のマスキングが多発し集計上の工夫が求め

られることや、対象とする診療行為（コード）の定義付けによる集計結果の変動、医療レセプト単

独では高齢者の在宅療養の実態把握に限界がある点など、実務的な課題も明らかとなった。 

 今後、本研究で得られた知見を踏まえ、医療・介護突合レセプトを用いた指標の開発や各指標の

レセプト定義の精緻化・代替案の検討を進める必要性が示唆された。 
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者個人単位の追跡が可能）1)における 2018～
2022 年度の医療・介護レセプトを用いた。在

宅医療・介護ロジックモデルの中間アウトカ

ム指標として、医科（入院・入院外）、歯科、

調剤、介護レセプトから抽出可能な指標を選

定し、在宅医療の 4 つの場面に応じて分類し

た（表 1）。 
次に、医科（入院・入院外）、歯科、調剤レ

セプトから抽出可能な指標を対象に、各指標

のレセプト上の定義を診療行為（コード）を

用いて行った。そのうえで、性・年齢、市町

村別に指標ごとに該当のレセプトよりデータ

抽出を行い、県全体の年次推移、2022 年度に

おける二次医療圏別の実患者数を集計した。

なお、本分析における対象者は、年少層を対

象とした指標を除き、75 歳以上の後期高齢患

者とした。 
 
（倫理面への配慮） 

本研究を実施するに際して、国立保健医療

科学院研究倫理審査委員会の承認を受けた。

分析結果の公表への留意点として、特定の個

人等の識別を防ぐために最小集計単位が 10
未満にならないようにする等の配慮を行った。

奈良県 KDB 分析結果は奈良県の公表審査を

受けて承認を得た。 
 
Ｃ. 研究結果 

表 1 に示した指標のうち、医科（入院・入院

外）、歯科、調剤レセプトから抽出可能な指標を

対象に、レセプト定義を行いデータ抽出を試み

た結果、「看取り」における「訪問看護によるタ

ーミナルケアを受けた利用者数」を除き、全て

県全体の年次推移、二次医療圏別の実患者数を

集計することが可能であった（本報告書では参

考として代表的な項目に絞って結果を表示）。た

だし、指標によっては、人口の過疎化が進む市

町村が多く含まれる二次医療圏において抽出さ

れる患者数が少なく、抽出数 10 未満のためマス

キング対象となるケースが多々発生した。 

また、「日常の療養支援」における「訪問リハ

ビリテーションを受けた患者数」、「訪問栄養指

導を受けた患者数」等については、県全体であ

っても抽出患者数が 10 未満となるケースがあ

り、ほとんどがマスキングの対象となった。 

年少層を対象とした指標である「小児の訪問

診療を受けた患者数」についても、二次医療圏

別の数値がほとんどマスキングの対象となった。

「小児の訪問薬剤管理指導を受けた患者数」は、

県全体であっても抽出患者数がどの年度におい

ても 10 未満であった。 

参考として、「入退院支援」における「入退院

支援（退院調整）を受けた患者数」のレセプト定

義（医科・入院レセプト）を表 2 に示し、実患

者数（75 歳以上）の集計結果を図 1 に示した。

定義に用いた診療行為（コード）は、今回の抽出

では赤枠で囲んだ入退院支援加算 1・2・3 とし

た。その結果、入退院支援（退院調整）を受けた

75 歳以上の実患者数は、経年的に増加傾向であ

ることが確認された。また、二次医療圏別の実

患者数では、奈良医療圏が最も多く、ほぼ同程

度で西和医療圏が続き、中和医療圏、東和医療

圏、南和医療圏と続いた。 

「日常の療養支援」における「訪問歯科診療を

受けた患者数」のレセプト定義（歯科レセプト）

を表 3 に示し、実患者数（75 歳以上）の集計結

果を図 2 に示した。「歯科訪問診療 1」の診療行

為（コード）を対象としたところ、実患者数は各

年度で横ばいであった。しかし、診療行為（コー

ド）の対象を拡大し、「歯科訪問診療 1～3」等を

含めたところ（表 4）、実患者数は 3～4 倍以上

となり、経年的に増加傾向であることが確認さ

れた（図 3）。 

「訪問薬剤管理指導（薬剤師による訪問）を受

けた者の数」のレセプト定義（調剤レセプト）を

表 5 に示し、実患者数（75 歳以上）の集計結果
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を図 4 に示した。実患者数は 2020 年に半数程

度となり、以降は横ばいで推移した。 

「急変時の対応」における「夜間・休日・深夜

の往診を受けた患者数」のレセプト定義（医科・

入院外レセプト）を表 6 に示し、実患者数（75

歳以上）の集計結果を図 5 に示した。実患者数

は 2020 年以降、顕著な増加傾向であった。 

なお、唯一レセプト定義・データ抽出を保留と

した「看取り」における「訪問看護によるターミ

ナルケアを受けた利用者数」については、介護

レセプトを用いることで、介護保険を用いてケ

アを受けた利用者数は把握できることが確認さ

れた。 

 
Ｄ. 考察  

本研究では、在宅医療の 4 つの場面に応じて

整理した在宅医療・介護ロジックモデルの中間

アウトカム指標について、医科（入院・入院外）、

歯科、調剤レセプトから抽出可能であるかを検

討した。 

結果として、「看取り」場面の一部を除くほぼ

全ての指標において集計が可能であり、レセプ

トデータを用いて地域の在宅医療の提供状況を

把握できる有用性が確認された。特に、「入退院

支援」における入退院支援（退院調整）や、「急

変時の対応」における夜間・休日・深夜の往診の

経年的な増加傾向は、地域包括ケアシステムの

推進に伴う病院から在宅への移行や急変時対応

ニーズの拡大を反映していると考えられる。さ

らにこれらは、新型コロナウイルス感染症拡大

に伴う病床確保のための早期退院の推進や、在

宅での発熱・急変対応の増加といった影響も受

けていると推察される。「日常の療養支援」にお

ける訪問薬剤管理指導の 2020 年における減少

等も含め、指標の経年変化を解釈する際にはこ

うした社会的背景の考慮が必要である。 

また、本集計を通じて指標活用のための実務

的な課題も明らかとなった。地域の実情に即し

た評価を行うにあたっては、二次医療圏別のデ

ータでは単位として大きすぎるため、市町村別

のデータ抽出を検討する必要がある。しかし、

市町村単位や小児等の特定領域では抽出患者数

が 10 未満となるケースが多発するため、実務的

な観点からは今後集計上の工夫など、何らかの

対応が必要である。 

加えて、「訪問歯科診療」の集計において対象

コードの範囲を拡大した結果、実患者数や年次

推移の傾向が大きく変動した。このことは、指

標を用いて適切な地域診断を行うためには、臨

床現場の実態や評価の目的に沿って、算定要件

等を踏まえた精緻な定義付けを行うことが不可

欠であることを示唆している。 

さらに、「看取り」における訪問看護等の指標

抽出を保留としたように、高齢者の在宅療養は

医療保険だけでなく介護保険サービスに大きく

依存している。加えて、本研究の対象期間にお

いては、訪問看護ステーションからの医療保険

分の請求が主に紙レセプトで運用されており、

電子化された医療レセプトにはその実績が含ま

れていないというデータ上の制約も存在した

2,3)。そのため、「看取り」に限らず「日常の療養

支援」等における訪問看護関連指標についても、

過小評価となっている点に留意が必要である。

在宅医療・介護の実態を包括的かつ適切に捉え

るためには、医療レセプト単独での評価には限

界があり、介護レセプトを含めた分析基盤の構

築が必要である。 

 
Ｅ. 結論 

 本研究では、在宅医療の 4 つの場面に応じて

整理した在宅医療・介護ロジックモデルの中間

アウトカム指標について、医科（入院・入院外）、
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歯科、調剤レセプトから抽出可能であるかを検

討し、その有用性を確認した。一方で、より地域

の実情に即した評価に向けては、市町村単位で

の集計に伴うマスキングへの対応、評価目的に

沿った精緻な定義付け、医療・介護レセプトを

突合した分析基盤の構築等の実務的な課題が明

らかとなった。今後、本研究で得られた知見を

踏まえ、医療・介護突合レセプトを用いた指標

の開発や各指標のレセプト定義の精緻化・代替

案の検討を進める必要性が示唆された。 
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表 1：在宅医療・介護ロジックモデル・指標（中間アウトカム指標）一覧 
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表 2：「入退院支援（退院調整）を受けた患者数」のレセプト定義（医科・入院レセプト） 

 
※入退院支援加算 1・2・3 のいずれかのコードが算定された実患者数 
 
図 1：「入退院支援（退院調整）を受けた患者数」の集計結果（75 歳以上，実患者

数） 
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表 3：「訪問歯科診療を受けた患者数」のレセプト定義（歯科レセプト） 

 
※歯科訪問診療 1 のいずれかのコードが算定された実患者数 
 
図 2：「訪問歯科診療を受けた患者数」の集計結果（75 歳以上，実患者数） 
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表 4：「訪問歯科診療を受けた患者数」のレセプト定義（歯科レセプト，対象コード範囲拡大） 

 
※歯科訪問診療 1・2・3 等のいずれかのコードが算定された実患者数 
 
図 3：「訪問歯科診療を受けた患者数」の集計結果（75 歳以上，実患者数，対象コード範囲拡大） 
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表 5：「訪問薬剤管理指導（薬剤師による訪問）を受けた者の数」のレセプト定義（調剤レセプト） 

 
※在宅患者訪問薬剤管理指導料のいずれかのコードが算定された実患者数 
 
図 4：「訪問薬剤管理指導（薬剤師による訪問）を受けた者の数」の集計結果（75 歳以上，実患者

数） 
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表 6：「夜間・休日・深夜の往診を受けた患者数」のレセプト定義（医科・入院外レセプト） 

 
※往診料の「夜間・休日・深夜・緊急」加算のいずれかのコードが算定された実患者数 
 
図 5：「夜間・休日・深夜の往診を受けた患者数」の集計結果（75 歳以上，実患者数） 
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分 担 研 究 報 告 書（令和 7年度） 

 

介護レセプトデータを用いた在宅医療・介護連携機能に係わる指標の算出 

― 2018–2022 年の推移および二次医療圏別分析 ― 

 

研究分担者 金 雪瑩   （国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部） 

研究分担者  中西 康裕 （国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部） 

研究代表者 赤羽 学   （国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部） 

 

 

 

Ａ. 研究目的 

本研究は、在宅医療・介護連携に関する機能

を可視化することを目的として、介護レセプト

データを用いて算出可能な指標を整理し、ロジ

ックモデルに基づき体系的に把握することを

目的とした。具体的には、在宅医療・介護連携

を構成する主要な機能として「退院支援」「日

常の療養支援」「急変時の対応」「看取り」の

4 機能に着目し、各機能に対応する指標を介護

レセプト情報から抽出・算出した。 

 

さらに、これらの指標について、2018 年度か

ら 2022 年度までの経年推移を整理するととも

に、二次医療圏別に集計を行うことで、地域に

おける在宅医療・介護連携機能の状況および地

域差の実態を明らかにすることを目的とした。

これにより、在宅療養を支えるサービス提供体

制の特徴を把握し、地域包括ケアシステムの推

進に向けた基礎資料を得ることを目指す。 

 

Ｂ．研究方法 

研究要旨 

本研究は、在宅医療・介護連携に関する機能を可視化することを目的として、介護レセプトデー

タを用いて算出可能な指標を整理し、ロジックモデルに基づき体系的に把握したものである。具体

的には、「退院支援」「日常の療養支援」「急変時の対応」「看取り」の 4機能に対応する指標を

介護レセプトから抽出し、2018 年度から 2022年度までの経年推移および二次医療圏別の状況を整

理した。分析には奈良県の KDBデータを用いた。 

その結果、多くの指標で緩やかな増加傾向がみられ、在宅療養を支えるサービス提供体制が一定

程度拡充している可能性が示された。特に訪問薬剤管理指導は他の指標と比較して増加幅が大きか

った。「急変時の対応」に関する指標である夜間・早朝・深夜の訪問看護利用者数は増加傾向を示

し、「看取り」に関する指標では特別養護老人ホーム（特養）等における看取り介護加算が増加し

ていた。「退院支援」に関する指標では年度により変動がみられたものの、2022 年度には増加がみ

られた。二次医療圏別の分析では、各機能において地域差がみられた。 

以上より、介護レセプトデータを用いることで在宅医療・介護連携機能に係る指標を整理し、経

年変化および地域差を把握できることが示された。今後は医療レセプトとの突合や分母の統一化、

市町村別の集計等により、より精緻な評価が可能になると考えられる。 
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Ｂ．1 データ 

本研究では、奈良県の KDB（国保データベー

ス）に含まれる介護レセプトデータを用い、

2018 年度から 2022年度までの 5年間を対象と

して分析を行った。 

 

Ｂ．2 指標の整理 

在宅医療・介護連携の機能を体系的に把握す

るため、既存のロジックモデルに基づき、指標

を「入退院支援」「日常の療養支援」「急変時

の対応」「看取り」の 4 つの機能に整理した。 

「入退院支援」に関する指標としては、医療機

関から在宅療養への移行における連携状況を

把握する観点から、退院退所加算および入院時

情報連携加算の件数を用いた。これらの指標に

より、入退院時における情報共有やサービス調

整の実施状況を把握した。 

「日常の療養支援」に関する指標としては、

在宅療養を継続するための日常的な医療・介護

サービスの提供状況を示すものとして、訪問看

護、訪問薬剤管理指導、訪問口腔衛生指導、訪

問リハビリテーション、訪問栄養食事指導等の

利用者数を用いた。これらの指標は、在宅医療

を支える多職種による支援体制の状況を反映

するものとして整理した。 

「急変時の対応」に関する指標としては、症

状の急性増悪時における対応体制を示す観点

から、夜間・早朝・深夜の訪問看護を受けた患

者数を用いた。これにより、時間外における医

療的ケアの提供状況を把握した。 

「看取り」に関する指標としては、患者の看

取りに際しての支援体制の状況を把握するた

め、訪問看護におけるターミナルケア加算、介

護老人保健施設（老健）におけるターミナルケ

ア加算、ならびに特別養護老人ホーム（特養）、

特定施設、グループホームにおける看取り介護

加算の利用者数を用いた。 

各指標について年度別に件数または利用者

数を集計し、2018 年度から 2022 年度までの推

移を整理した。また、2022年度のデータについ

ては奈良県内の二次医療圏（奈良、東和、西和、

中和、南和）別に集計を行い、地域ごとの特徴

を把握した。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究を実施するに際して、国立保健医療科

学院研究倫理審査委員会の承認を受けた。（承

認番号：NIPH-IBRA#12324-5） 

 

Ｃ. 研究結果 

Ｃ.1 入退院支援 

「入退院支援」に関する指標として、退院退所

加算および入院時情報連携加算の件数の推移を

確認した。退院退所加算は 2018 年度から 2020 年

度にかけて緩やかに減少し、2021 年度に大きく減

少した後、2022年度には再び増加した。入院時情

報連携加算は 2018年度から 2020年度にかけて増

加傾向を示し、2021年度に減少したものの、2022

年度には増加し、観察期間中で最も多かった（図

１）。 

2022年度の二次医療圏別の状況では、いずれの

指標も奈良圏域で最も多く、次いで西和圏域およ

び中和圏域で多かった。一方、東和圏域および南

和圏域では相対的に少ない傾向がみられた（図

２）。 

 

Ｃ.2 日常の療養支援 

「日常の療養支援」に関する指標として、訪問

看護、訪問薬剤管理指導、訪問口腔衛生指導、訪

問リハビリテーションの利用者数の推移を比較

した。訪問薬剤管理指導は 2018 年度から 2022 年

度にかけて大きく増加しており、他の指標と比較

して増加幅が大きかった。一方、訪問看護、訪問

口腔衛生指導、訪問リハビリテーションについて

は、いずれも緩やかな増加傾向がみられた。訪問

リハビリテーション（リハビリテーション職によ

る訪問看護除外）は期間を通じて大きな変化はみ

られなかった。（図３，図４） 

 

Ｃ.3 急変時の対応 
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「急変時の対応」に関する指標として、夜間・

早朝・深夜の訪問看護を受けた患者数の推移を比

較した。利用者数は 2018 年度の 441 人から緩や

かに増加し、2021 年度には 562 人、2022 年度に

は 574人となり、観察期間を通じて増加傾向がみ

られた。（図４）2022 年度の二次医療圏別の状況

をみると、西和圏域が 163 人と最も多く、次いで

中和圏域 145 人、東和圏域 128 人、奈良圏域 103

人の順であった。南和圏域は 35 人と最も少なか

った。(図５) 

 

Ｃ.4 看取り 

「看取り」に関する指標として、訪問看護にお

けるターミナルケア加算、老健におけるターミナ

ルケア加算、ならびに特養、特定施設、グループ

ホームにおける看取り介護加算の利用者数の推

移を比較した。看取り介護加算は 2018 年度の 617

人から増加傾向を示し、2022年度には 1,026人と

なった。訪問看護におけるターミナルケア加算は

2018 年度の 267 人から 2022 年度には 307 人とな

り、概ね横ばいで推移した。老健におけるターミ

ナルケア加算は 2021 年度 124 人、2022 年度 150

人であった。（図６） 

2022年度の二次医療圏別の状況をみると、看取

り介護加算は中和圏域が最も多く、次いで奈良圏

域、西和圏域、東和圏域の順であった。南和圏域

では相対的に少なかった。訪問看護におけるター

ミナルケア加算についても中和圏域および西和

圏域で多い傾向がみられた。（図７） 

 

Ｄ. 考察   

本研究では、介護レセプトデータを用いて在宅

医療・介護連携に関する指標を整理し、2018年度

から 2022 年度までの推移および二次医療圏別の

状況を把握した。その結果、4 つの機能すべてに

おいてサービス提供の実態を把握することが可

能であり、介護レセプトデータを用いて在宅医

療・介護連携機能を可視化できることが示された。 

経年推移をみると、多くの指標で緩やかな増加

傾向がみられ、在宅療養を支えるサービス提供体

制が一定程度拡充している可能性が示唆された。

特に訪問薬剤管理指導は他の指標と比較して増

加幅が大きかった。この背景としては、高齢化の

進展や在宅療養者の増加に伴う需要の拡大に加

え、ポリファーマシー対策の推進やかかりつけ薬

剤師・薬局機能の強化など、在宅医療政策の影響

が関与している可能性がある。一方で、本研究で

は算定要件の変更や制度的要因の影響を分離し

て評価していないため、観察された増加を単純な

需要増加として解釈することには注意が必要で

ある。一方、「入退院支援」の指標では一時的な

減少がみられたが、2022 年度には回復しており、

入退院支援に関する連携は継続的に実施されて

いると考えられる。「急変時の対応」および「看

取り」に関する指標についても増加または維持傾

向がみられ、在宅療養の継続を支える体制が整備

されつつある可能性が示された。 

また、二次医療圏別の分析からは、各機能にお

いて一定の地域差がみられ、在宅医療・介護連携

の提供状況が地域により異なる可能性が示唆さ

れた。ただし、本研究では件数および利用者数を

用いて比較しているため、人口規模等の影響を考

慮した指標の検討が今後の課題である。 

 

Ｅ. 結論 

本研究では、介護レセプトデータを用いて在宅

医療・介護連携に関する指標を整理し、4 つの機

能に基づき経年推移および地域差を把握した。そ

の結果、「入退院支援」「日常の療養支援」「急

変時の対応」「看取り」の各機能に関連するサー

ビスの提供状況を把握することが可能であるこ

とが示された。 

また、多くの指標において利用者数の増加がみ

られ、在宅療養を支えるサービス提供体制が一定

程度整備されていることが示唆された。一方で、

二次医療圏別の結果からは地域差が確認され、在

宅医療・介護連携機能の状況には地域による違い

がある可能性が示された。 

介護レセプトデータを用いることで、在宅医

療・介護連携に関する機能を継続的に把握するこ
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とが可能であり、地域包括ケアシステムの推進に

向けた基礎資料として活用できると考えられる。

今後は医療レセプトとの突合や分母の統一化に

より、より精緻な評価指標の作成が期待される。 

 

Ｆ. 健康危険情報 

なし 

Ｇ．研究発表 

１.論文発表 

なし 

２.学会発表 

なし 

 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

１． 特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 

なし 
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図１．「入退院支援」に関する指標の年次推移（2018–2022年度） 

 

 

 

図２．二次医療圏別にみた「入退院支援」に関する指標（2022年度） 
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「訪問看護」は訪問看護ステーション等によるサービス全体、「訪問看護（リハ職以外）」は看護職に

よる訪問看護、「訪問リハ（訪看）」は訪問看護ステーションに所属するリハビリテーション専門職に

よるサービス、「訪問リハ（訪看以外）」は主に介護保険制度における訪問リハビリテーションを指す。 

図３ 「日常の療養支援」に関連する指標（利用者数）の年次推移（2018–2022年度） 

 

 

「訪問看護」は訪問看護ステーション等によるサービス全体、「訪問看護（リハ職以外）」は看護職に

よる訪問看護、「訪問リハ（訪看）」は訪問看護ステーションに所属するリハビリテーション専門職に

よるサービス、「訪問リハ（訪看以外）」は主に介護保険制度における訪問リハビリテーションを指す。 

図４. 二次医療圏別にみた「日常の療養支援」に関する指標（利用者数）（2022 年度） 

 

9,823 10,045 10,363
10,736 11,020

9,631
9,860 10,188 10,707

10,897

6,702
7,240

8,209
8,958

9,547

4,444 4,720 4,856 5,000 5,283

3,659 3,774 3,807 4,003 4,138

3,249 3,069 3,157 3,160 3,122
2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

人
数

訪問看護 訪問看護（リハ職以外） 訪問薬剤管理指導
訪問口腔衛生指導 訪問リハ（訪看） 訪問リハ（訪看以外）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

奈良 東和 西和 中和 南和

人
数

訪問看護 訪問看護（リハ職以外） 訪問薬剤管理指導
訪問口腔衛生指導 訪問リハ（訪看） 訪問リハ（訪看以外）



4-7 
 

 

 

図５. 夜間・早朝・深夜の訪問看護を受けた患者数の年次推移（2018–2022 年度） 

 

 

 

図６.二次医療圏別にみた夜間・早朝・深夜の訪問看護を受けた患者数（2022年度） 
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図７.「看取り」に関する指標（利用者数）の年次推移（2018–2022 年度） 

 

 

 

図８.二次医療圏別にみた「看取り」に関する指標（利用者数）（2022 年度） 
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厚生労働科学研究費補助金(長寿科学政策研究事業) 

「僻地、中山間地域、小規模自治体を中心とした医療・介護連携に係る指標の検討に資する研究」 

分 担 研 究 報 告 書（令和 7年度） 

僻地・中山間・小規模自治体における医療・介護連携指標の検討 

 

歯科口腔領域におけるロジックモデル案 

 

研究分担者 山本貴文 北海道大学病院 予防歯科 

 

 
 

Ａ. 研究目的 

本研究は、僻地・中山間地域・小規模自治体

を中心とした医療・介護連携に係る指標の検討

に資することを目的とした。 

 研究班では現在、在宅医療・介護連携におけ

るロジックモデル・指標の開発に向けて、基本

ロジックモデルおよび指標の検討を進めてい

る。 

 その一環として本研究では、歯科領域に着目

し、在宅歯科診療をめぐる現状と課題を各種行

政資料等から整理し、将来的なロジックモデル

および指標設定の基礎資料を得るための検討

を行った。特に、僻地・中山間地域・小規模自

治体における歯科医療資源の状況や、医療・介

護との連携のあり方に注目した。 

 

Ｂ．研究方法 

 

歯科領域における在宅歯科診療の現状と課

題を把握するため、関係する行政資料、事業報

告書、関連調査結果等を収集し、ナラティブレ

ビューを実施した。検討では、歯科医療資源の

配置状況、訪問歯科診療の提供状況、医療・介

護との連携状況、在宅歯科医療推進上の障壁に

加え、今後のロジックモデルや指標化に活用可

能な項目を整理した。あわせて、僻地・中山間

地域・小規模自治体でも把握可能で、説明可能

性の高い指標候補を検討した。さらに、レビュ

ー結果を踏まえ、歯科領域における在宅医療・

介護連携のロジックモデル案および指標案を

試作した。ロジックモデル案は、インプット、

アクティビティ、アウトプットの枠組みに沿っ

て整理し、評価枠組みについては対象者の状態

に応じた層別の考え方も併せて検討した。 

（倫理面への配慮） 

本研究は、公表されている行政資料、報告書、

既存調査結果等を用いて実施した文献・資料レビ

研究要旨 

本研究は、僻地・中山間地域・小規模自治体における医療・介護連携の指標検討に資することを

目的として、歯科領域における在宅歯科診療の現状と課題を各種行政資料等のナラティブレビュー

により現状の整理を試みた。その結果、在宅歯科診療は増加傾向にある一方、地域差が大きく、歯

科医療資源の偏在、医療・介護との連携体制の未整備、歯科衛生士確保の困難さが課題として示さ

れた。 

 これらを踏まえ、歯科領域における在宅医療・介護連携のロジックモデル案および指標案を作成

した。対象者の状態に応じて評価すべきアウトカムやインパクトが異なることから、状態像に応じ

た層別の考え方も整理した。今後は、地域の実情に応じた実装可能な評価枠組みへと精査していく

必要がある。 
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ューであり、個人情報を含むデータや介入を伴う

研究は行っていない。したがって、研究対象者に

対する直接的な倫理的負担は生じないよう配慮

した。資料の取り扱いにあたっては、出典を明確

にし、内容を適切に引用・要約するよう留意した。 

 

Ｃ. 研究結果 

在宅歯科診療の提供数自体は増加傾向にある

(文献 1)ものの、地域差が大きく（文献２）、僻

地・中山間地域・小規模自治体では十分な提供

体制が確保されていない可能性が示唆された。

加えて、歯科医療資源の偏在は小規模都市まで

は縮小傾向がみられる一方、僻地レベルでは依

然として課題が残ることが示されていた。  

また、在宅歯科医療の推進にあたっては、歯

科側の取組のみで完結するのではなく、医科医

療機関、介護支援専門員、訪問看護、地域包括

支援センター等との連携が重要である一方、実

際には他機関からの紹介や依頼に依存した連携

が多く、制度的・組織的に十分整理された連携

体制には至っていないことが示唆された（文献

３）。さらに、ケアマネジャー等が歯科へつな

ぐための情報を十分把握していないこと（文献

４,５）や、在宅医療・介護連携推進事業コーデ

ィネーターに歯科職種が少ないこと（文献６）

も、歯科ニーズが拾い上げられにくい一因と考

えられた。  

加えて、在宅療養支援歯科診療所や歯科訪問診

療体制の整備には、施設基準を満たす、および実

質的な業務負担を勘案すると歯科衛生士の確保

が実質的に重要である一方、歯科衛生士不足は全

国的な課題（文献７）であり、これが僻地・中山

間・小規模自治体ではより大きな制約となる可能

性が示された。そのため、歯科衛生士を十分確保

できない地域では、歯科医師単独で訪問診療を担

う歯科診療所も重要な役割を果たしている可能

性がある。 

各種資料のレビューを踏まえ、歯科領域におけ

る在宅医療・介護連携のロジックモデル案および

指標案を試作した（図 1–3）。ロジックモデルで

は、人的資源・制度資源をインプット、訪問歯科

診療の提供や介護サービスとの連携をアクティ

ビティ、在宅歯科診療や居宅療養管理指導（歯科）

の実施状況等をアウトプットとして整理した。ま

た、対象者の状態に応じた評価枠組みとして、在

宅安定群、高リスク群、終末期群などの層別案を

整理した。さらに、僻地等でも把握しやすい指標

候補として、口腔衛生管理加算の施設カバー率、

歯科訪問診療利用率、居宅療養管理指導（歯科）

利用率等を例示した。 

 

Ｄ. 考察   

本研究から、在宅歯科医療に関するロジックモ

デルや指標を検討する際には、都市部を前提とし

た一律の指標設定ではなく、各自治体の医療資

源・人的資源の状況に応じた設計が必要であるこ

とが示唆された。 

とりわけ、歯科衛生士の配置や在宅療養支援歯

科診療所の届出状況のみを重視した評価は、資源

の乏しい僻地・中山間地域・小規模自治体では実

態を十分に反映しない可能性がある。そのため、

地域によっては、歯科医師単独による訪問診療や、

限られた連携資源の中で実施されている歯科的

関与も評価の対象として捉える必要がある。  

また、在宅歯科医療の推進には、歯科単独の提

供体制だけでなく、医療・介護との接続をどう可

視化するかが重要である。資料では、歯科訪問診

療料、在宅療養支援歯科診療所の届出、居宅療養

管理指導（歯科）、口腔衛生管理加算など、医療

保険・介護保険双方から把握可能な項目が整理さ

れており、これらは地域の実情に応じた構造指

標・プロセス指標として活用可能と考えられる。 

したがって、今後は、自治体の規模や地域特

性に応じて、在宅歯科医療の担い手類型や利用

可能な制度資源を踏まえた複層的なロジックモ

デルを構築することが望ましい。 

歯科領域の在宅医療・介護連携を評価する際

には、地域資源の状況に加え、対象者の状態に

応じて評価の視点を変える必要があると考えら

れた。そのため、一律の評価ではなく、地域特
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性と対象者の状態像の両方を踏まえたロジック

モデルおよび指標の設定が重要である。 

 

Ｅ. 結論 

歯科領域における在宅医療・介護連携の現状を

整理した結果、在宅歯科診療の必要性は高まって

いる一方で、僻地・中山間地域・小規模自治体で

は、歯科医療資源の偏在、連携体制の不十分さ、

歯科衛生士確保の困難さといった課題が存在す

ることが示された。 

今後、これらの地域におけるロジックモデルお

よび指標を検討するにあたっては、地域の資源状

況に即した柔軟な設計が必要である。特に、把握

可能性と実装可能性を踏まえた構造指標・プロセ

ス指標を用いながら、歯科を含む医療・介護連携

の実態を適切に評価できる枠組みを構築してい

く必要がある。 

本研究では、資料レビューに基づき、歯科領域

における在宅医療・介護連携のロジックモデル案

および指標案を作成した。今後は、地域の実情に

応じて内容を精査し、実際に活用可能な評価枠組

みへと発展させる必要がある。 

 

Ｆ. 健康危険情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

１.論文発表 

該当なし 

２.学会発表 

該当なし 

 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

該当なし 

２．実用新案登録 

該当なし 

３．その他 

該当なし 
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図１.僻地・中山間地域における在宅歯科医療に関するロジックモデル案 

 

 

図２.対象者の属性に応じたアウトカム・インパクト案 

 

 

図３.各指標の案 

 

ステージ 僻地・中山間地域における具体的構成要素（在宅歯科医療）

1. インプット 人的資源（歯科）：訪問歯科診療を実施している歯科診療所（かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所・それ以外
を含む）、訪問対応可能な歯科衛生士。
人的資源（介護）：ケアマネジャー、介護職員（訪問介護・通所・施設職員など）。
制度資源：医療保険（歯科訪問診療料）、介護保険（居宅療養管理指導〈歯科〉、口腔衛生管理加算）。

2. アクティビティ（活動プロセス） 訪問歯科診療の提供：通院困難となった在宅・施設高齢者への訪問歯科診療の実施。
介護サービスとの連携：ケアマネによるケアプランへの歯科サービス（訪問歯科診療、居宅療養管理指導〈歯科〉等）の
位置づけ、施設入所者に対する計画的な口腔ケア支援。

3. アウトプット 在宅歯科診療の実績：一定期間における歯科訪問診療料算定件数・利用者数。
介護側への組み込み状況：居宅療養管理指導（歯科）の実施件数・利用者数、口腔衛生管理加算を算定している
施設の有無および割合。
→ いずれも医療・介護レセプトデータから定量的に把握可能であり、担当者にも説明しやすいアウトプットとする。

4. アウトカム 患者・家族：通院困難となっても、在宅・施設で歯科診療・口腔ケアを継続できるケースの増加、口腔トラブルによる生活
機能低下の抑制。
介護職・ケアマネ：歯科の相談先・依頼先が明確となり、必要時に歯科サービスを組み込める状態の形成。

5. インパクト 僻地・中山間・小規模自治体においても、在宅療養者が「食べる・話す・笑う」機能を維持しながら生活できること、および口
腔の問題を理由とした入院・生活崩壊を減らすことを通じて、在宅療養の質と地域間格差の是正に寄与すること。

A層：在宅安定群（要介護1–2）
目標：重症化予防・機能維持

B層：高リスク群（要介護3–4、嚥下機能低下）
目標：悪化抑制・経口摂取維持・入院回避

C層：終末期群（要介護5・看取り期）
目標：苦痛軽減・尊厳維持

4．アウトカム 患者・家族：①在宅療養継続率の維持・
向上, ②口腔関連救急受診率の低下, ③

患者・家族：①経管栄養移行率の抑制, ②誤嚥
性肺炎入院(再入院)率の低下 患者・家族：①口腔関連救急搬送率の低下

介護職・ケアマネ：①ケアプランへの歯科
サービス組み込み率, ②居宅療養管理指導
（歯科）利用率

介護職・ケアマネ：①ケアプランへの歯科サービス組
み込み率, ②居宅療養管理指導（歯科）利用率

介護職・ケアマネ：①看取り期における歯科介
入率, ②緊急往診対応率

5．インパクト
①要介護度悪化率の抑制, ②在宅→入院
移行率の低下, ③口腔関連入院医療費の
抑制, ④地域内在宅継続率の向上

①要介護度悪化率の抑制, ②在宅→入院移行率
の低下, ③口腔関連入院医療費の抑制, ④地域
内在宅継続率の向上

①看取り期入院率の低下, ②在宅死亡割合の
維持・向上, ③不要な侵襲的医療の回避, ④
看取り期医療費の適正化

ストラクチャー指標（Structure）
指標ID 指標名 僻地における選定根拠・意義

S-1 口腔衛生管理加算の施設カバー率

「施設ケアの仕組みの中に歯科が組み込まれているか」という構造
面を表す指標。加算を算定している施設では、歯科との継続的な
関係・体制が一定程度整備されていると考えられるため、僻地におけ
る「歯科連携の基盤（ストラクチャー）」を示す。

プロセス指標（Process）
指標ID 指標名 僻地における選定根拠・意義

P-1 歯科訪問診療利用率

在宅・施設を問わず、実際に「訪問歯科診療」というプロセスがどの
程度動いているかを示す指標。医療レセプトから抽出可能であり、
「うちの地域で、どれくらい歯科が家や施設に行っているか」を自治体
担当者が説明しやすい。

アウトカム指標（Outcome）
指標ID 指標名 僻地における選定根拠・意義

O-1 居宅療養管理指導（歯科）利用率

ケアマネジメントプロセスの中で、歯科が介護保険サービスとして実際
に使われているか（＝在宅高齢者の支援体系に組み込まれている
か）を示すアウトカム指標。介護給付データから算出可能で、「歯科
が制度上の選択肢として定着しているか」を評価できる。
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厚生労働科学研究費補助金(長寿科学政策研究事業) 

「僻地、中山間地域、小規模自治体を中心とした医療・介護連携に係る指標の検討に資する研究」 

分 担 研 究 報 告 書（令和 7年度） 

 

僻地・中山間地域における医療・介護連携の評価手法に関する文献的検討 
 

研究分担者 大夛賀 政昭 国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 
研究分担者 柴山 志穂美 神奈川県立保健福祉大学実践教育センター 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ. 研究目的 

世界的な人口高齢化の進展に伴い、医療シス

テムのパラダイムは、従来の「病院完結型（Cu
re）」から、地域生活を支える「地域完結型（C
are）」へと急速にシフトしている。この転換の

中核をなす概念が「統合的ケア（Integrated C
are）」であり、医療、介護、福祉の断片化され

たサービスをシームレスに接続し、患者の生活

の質（QOL）を維持することを目的としている

1。 

特に日本では、「地域包括ケアシステム」の

構築が急務とされているが、都市部と僻地・中

山間地域（以下、僻地地域）では、その実装環

境に著しい非対称性が存在する。 
僻地地域は、高齢化率が極めて高い「多死社

会」の最前線であると同時に、若年人口の流出

による医療介護人材の不足、交通インフラの脆

弱性、医療機関へのアクセス困難といった「二

重の負荷」を抱えている。都市モデルで有効と

される「競争による質の向上」や「専門分化」

研究要旨 

目的：僻地・中山間地域および小規模自治体における医療・介護連携の評価指標の検討に資する

ことを目的として、国内外の先行研究を対象としたシステマティックレビューを実施した。都市

部とは異なる僻地特有の「評価のロジック」を解明し、妥当性の高い具体的な評価指標とロジッ

クモデルの構成要素を提示することを目的とした。 

方法：PRISMAガイドラインに準拠し、2015年から 2025年 1月までに発表された文献を対象に、

PubMed や Google Scholar 等のデータベースを用いて検索を行った。包含基準を満たす 61 件の

文献を選定し、リアリスト・レビューの視点から、介入が成果に結びつくメカニズムと文脈的背

景に焦点を当てた分析を行った。 

結果：僻地における評価テーマとして、「構造指標から到達可能性（Reachability）への転換」

「支援付き遠隔医療」「多職種連携によるタスク・シフティング」「インフォーマル・ケアの測

定」の 4点が抽出された。これに基づき、インプットからインパクトに至る 5段階のロジックモ

デルを構築し、ACSC（回避可能な入院）緊急入院率や支援付き遠隔診療実施率など、僻地特有の

課題に対する感度が高い 12個の評価指標を特定した。 

結論：僻地・中山間地域における医療介護連携の評価は、都市型の効率モデルから、地域の持続

可能性を重視した「統合・到達性・持続可能性」モデルへと転換すべきである。本研究で提示し

た指標案の実装には、部門を超えたデータ基盤の統合と、地域全体の成果に対するインセンティ

ブ設計が不可欠であると考えられた。 
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は、資源が希薄な僻地では機能不全に陥りやす

く、むしろ「協調による資源の集約」と「ジェ

ネラリストの育成」が不可欠となる。 
しかしながら、既存の医療介護連携の評価指

標は、大都市圏のデータを基盤としたものが多

く、僻地地域の実情を正確に反映していないと

いう指摘がある。例えば、医療機関への「アク

セス距離」や「専門医数」といった単純な構造

指標は、巡回診療や遠隔医療が普及しつつある

現代の僻地医療の質を測るには不十分である。 
そこで本研究では、2015 年から 2025 年まで

の直近 10 年間の国内外の先行研究をシステマ

ティックレビューの手法を用いて網羅的に分

析し、僻地・中山間地域の特性に即した医療介

護連携の評価のあり方を提言することを目的

とする。 
具体的には、都市部とは異なる「評価のロジ

ック」を解明し、測定可能かつ妥当性の高い具

体的な評価指標と、それを包括するロジックモ

デルの要素を提示することを目的とした。 
 
Ｂ．研究方法 

Ｂ-1．文献検索の方法 
本研究では、PRISMA（Preferred Reportin

g Items for Systematic Reviews and Meta
-Analyses）ガイドラインに準拠し、包括的な文

献検索を実施した。検索対象期間は、地域包括

ケアシステムの深化とデジタル技術の進展が

著しい 2015 年 1 月から 2025 年 1 月までとし

た。 
使用したデータベースは、PubMed、Google

 Scholar、Cochrane Library、および Seman
tic Scholar である。検索式は、以下の 3 つの

主要概念クラスターを、ブール論理演算子を用

いて組み合わせたものを採用した。 
 
①介入・概念（Intervention/Concept） 
 "integrated care"（統合的ケア）、"medical-
nursing collaboration"（医療介護連携）、"tr
ansitional care"（移行期ケア）、"community

-based care"（地域包括ケア）、"interprofessi
onal collaboration"（多職種連携）。 
②対象地域（Setting） 
"rural"（僻地・農村）、"remote"（遠隔地）、

"mountainous"（中山間地域）、"depopulated
 area"（過疎地域）、"medically underserved
"（医療過疎）。 
③評価・指標（Evaluation/Outcome） 
 "evaluation"（評価）、"indicator"（指標）、

"framework"（枠組み）、"logic model"（ロジ

ックモデル）、"outcome measure"（アウトカ

ム指標）、"quality indicator"（質指標）。 
 
包含・除外基準は以下のように設定した。 
①包含基準 
・英語または日本語で執筆された査読付き学術

論文、および政府・国際機関（WHO, OECD 等）

の報告書。 
・医療（Medical）と介護・福祉（Long-term 
care/Social service）の連携を扱っている研究。 
・対象地域が明示的に僻地、中山間地域、また

は医療資源不足地域であるもの。 
・具体的な評価指標、評価モデル、または介入

の成果（アウトカム）について定量的に報告し

ているもの。 
②除外基準 
・単一の疾患に対する臨床的治療のみを扱い、

システム連携に言及していない研究。 
・都市部のみを対象とした研究（ただし、都市

と地方の比較研究は包含する）。 
・論説や意見書で、実証データや明確な理論的

枠組みを欠くもの。 
 
Ｂ-2．データ抽出と分析プロセス 
一次スクリーニングとしてタイトルと要約

の確認を行い、関連性の高い文献を選出した。

その後、全文査読を行い、以下の項目について

データを抽出した。 
研究デザイン（RCT、観察研究、ケーススタ

ディ等）、対象地域（国・地域特性）、介入モ
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デル（訪問診療、ICT 活用、多職種カンファレ

ンス等）、使用された評価指標（構造、プロセ

ス、アウトカム）、および主要な知見。 
特に、分析にあたっては、単に指標を列挙す

るのではなく、「なぜその指標が僻地において

重要なのか」という文脈的背景と、介入が成果

に結びつくメカニズムに焦点を当てたリアリ

スト・レビューの視点を取り入れた 2。 
 
（倫理面への配慮）  
本研究は既存の公刊論文および公的報告書

を対象とした文献レビューであり、新規の人を

対象とする介入や個人情報の収集は含まない。

分析に際しては、原著論文の著者の意図を歪め

ることのないよう、複数の研究者によるクロス

チェックを実施し、研究の透明性と客観性の確

保に努めた。 
 

Ｃ. 研究結果 

Ｃ-1. 検索結果と文献選定プロセス 
データベース検索の結果、初期検索において

3 つの主要キーワード（"integrated care", "ru
ral", "evaluation"）を含む関連文献が合計 6,2
71 件 ヒットした。 

これらに対し、重複の排除およびタイトル・

要約による一次スクリーニングを実施し、関連

性の低い文献（都市部のみを対象とした研究や、

単一疾患の臨床試験など）を除外した。 
その後、残った文献に対して全文スクリーニ

ングを行った結果、最終的に本レビューの包含

基準を満たす 61 件 の主要な研究および報告

書を分析対象として選定した。 
 

Ｃ-2. キーワードの出現傾向と分析 
選定された文献における主要キーワードの出

現頻度と傾向を分析した結果、以下のカテゴリー

が抽出された。 
①技術・遠隔医療関連 (Telemedicine / Digital 
Health) 

2020 年以降の文献の約 40%に "Telemedicine

","Telehealth", "Remote monitoring" が含まれ

ており、COVID-19 以降、僻地医療連携の必須ツ

ールとして位置づけられていることが確認され

た 3。 
②移動・ロジスティクス関連 (Transport / Mob
ility)  
患者搬送だけでなく、医療資源の移動に関する

キーワード（"Medical transport", "Drone deliv
ery", "Mobile clinic"）が多数ヒットした。特に 
"Drone"（ドローン）は直近 3 年で急増していた

4。 
③人材・多職種連携関連 (Workforce / Interpro
fessional)  

"Task shifting"（タスク・シフティング）、"N
urse-led"（看護師主導）、"Multidisciplinary te
am" が頻出した。これは医師不足を補うための職

務拡大が主要テーマであることが示唆された。 
④地域資源・社会的処方関連 (Social Capital / 
Community) 
日本やアジアの研究を中心に "Social capital",

 "Informal care", "Community-based" が多く

見られ、公的サービス以外の資源活用が評価の鍵

となっていた 5。 
 
Ｃ-3.研究の地理的分布 
分析対象文献の地理的分布には明確な特徴が

みられた 6。 
①アジア太平洋地域 
日本（地域包括ケアシステム）、中国（農村部

における慢性疾患管理と統合ケア）、オーストラ

リア（遠隔地における先住民医療と移送システム）

に関する研究が多数を占める。これらは急速な高

齢化への対応策としてのシステム統合に焦点を

当てられていた。 
②欧州  
ドイツの「Healthy Kinzigtal」モデルや、イギ

リス（スコットランド・ウェールズ）の統合ケア

評価に関する研究が蓄積されており、人口ベース

のデータ分析と財政的持続可能性の評価が進ん

でいた。 
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③北米 
退役軍人局（VA）による農村部への遠隔医療展

開や、ACO（Accountable Care Organizations）
における地方病院の役割に関する研究が目立っ

ていた。 
 
Ｄ. 考察   

D-1. 主要な評価テーマ 
レビューを行った文献から、僻地における医療

介護連携の評価において、以下の 4 つの主要なテ

ーマが浮き彫りとなった。 
 
①構造評価の限界と「到達可能性（Reachability）」
への転換 
従来の構造指標（病床数、医師数）は、僻地で

はしばしば「不足」という指摘しかされない傾向

にある。これに対し、近年の研究では物理的なリ

ソースの有無よりも、「サービスがいかに住民に

到達するか」という機能的側面を重視されていた。

例えば、モバイルクリニック（移動診療車）の有

効性評価に関する研究では、高血圧患者の血圧低

下といった臨床的アウトカムに加え、「これまで

医療機関を受診していなかった層への到達率」を

重要な指標として扱っていた 7。 
 
②ICT・遠隔医療のパラドックスと「支援付き利

用」 
遠隔医療（Telemedicine）は僻地医療の切り札

として期待されているが、評価データは「デジタ

ル・ディバイド」の深刻な現実が突きつけてられ

ている。 
先行研究によると、都市部の高齢者に比べ、僻

地の高齢者は E メールやポータルサイトを通じ

た医療者とのコミュニケーションを行う確率が

有意に低いことが示されている。 
このため、単なる「ICT 導入率」を指標とする

のではなく、訪問看護師や地域の支援員が患者の

傍らでタブレット操作を補助する「支援付き遠隔

医療（Assisted Telehealth）」の実施件数や、そ

れによる専門医アクセスの増加率を評価指標と

すべきであるという議論が展開されている状況

にある。 
 

③多職種連携とタスク・シフティングの質 
僻地における人材不足への対応は、単に一人の

専門職が複数の役割を兼務する「多機能化」にと

どまらず、タスク・シフトと機能拡張による多層

的な支援体制の構築を意味する。具体的には、特

定行為研修修了者による高度な臨床的ケアに加

え、施設内に留まらず住民の生活圏で予防活動や

健康相談を担う「コミュニティナース」的な機能

が含まれる。これにより、看護職が予防的関わり

から専門性の高い高度なケアまでを連続的に提

供し、地域包括支援センターや診療所と連携した

情報管理のハブとして機能することが、僻地にお

ける連携の質を担保する鍵となる。 
この文脈における評価指標としては、専門職ご

との紹介件数よりも、共有ケアプランの策定率や、

多職種カンファレンス（MDC）における意思決定

の迅速さといったプロセス指標が重視される傾

向にある。 
 
④インフォーマル・ケアと「介護負担」の測定 
都市部のモデルでは見落とされがちな「家族・

近隣住民によるインフォーマル・ケア」が、僻地

のシステムを支える基盤（Input）として明確に位

置づけられている。 
しかし、これは同時にリスク要因でもある。家

族介護者の負担感（Zarit Burden Interview ス

コア等）をアウトカム指標として測定し、システ

ムが介護者の燃え尽き（Burnout）を防げている

かを評価することが、持続可能性の観点から不可

欠とされている 4。 
 
4.2 僻地・中山間地域における評価のロジックと

課題 
①既存の評価フレームワークの適用と修正 
 システマティックレビューでは、RE-AIM フレ

ームワーク（Reach, Effectiveness, Adoption, I
mplementation, Maintenance）やドナベディア
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ン・モデル（Structure-Process-Outcome）が多

く用いられていることが確認された 8。しかし、

僻地特有の文脈において、これらの枠組みをその

まま導入することができないことが示唆された。 
例えば、都市部では「単位時間あたりの患者数」

が効率性の指標となるが、移動時間が長い僻地で

はこの指標は適さない。むしろ、「一度の訪問で

どれだけ多面的なニーズ（医療・介護・生活支援）

に対応できたか」という「密度の効率性」を評価

する必要があることが示唆されている。 
また、高齢化の進展により、複数の慢性疾患を

もつ多疾患併存（Multimorbidity）患者の増加が

予測されるが、特に高齢化が進んだ僻地において

はこうした特徴が顕著になり、特定の介入が特定

の臨床的アウトカムに直結したかを証明するこ

とは統計的に困難となる。そのため、直接的な健

康アウトカムだけでなく、「ケアの継続性」や「患

者・家族の安心感（PREMs）」といった中間アウ

トカムの重要性が高まっていることが明らかに

なった 9。 
 

②中間指標としての「回避可能な入院（ACSC）」 
評価指標の中で、特に僻地医療の質を反映する

と考えられるのが、ACSC（Ambulatory Care S
ensitive Conditions：回避可能な入院）による入

院率である。脱水、尿路感染症、心不全の増悪な

ど、適切なプライマリ・ケアと在宅管理があれば

防げたはずの入院の発生率は、地域全体の医療介

護連携の「失敗」を検知する感度の高い指標とし

て、多くの研究で採用されていた 10。 
 
③データの断片化と統合の必要性 
 評価を困難にしている最大の要因は、医療デー

タと介護データの分断である。日本では「地域包

括ケア『見える化』システム」や KDB（国保デー

タベース）の活用が進んでいるが、リアルタイム

での連携評価には依然として課題が残る。OECD
の報告書でも、統合ケアの質を測定するためのデ

ータリンケージ（連結）の重要性が強調されてお

り、評価のためには部門を超えた共通 ID の整備

やデータ基盤の統合が前提条件となる 11。 
 
4.3. レビュー結果から析出されたロジックモデ

ルの具体的構成要素、評価指標リスト 
レビュー結果から析出した、僻地・中山間地域

の実情に即したロジックモデルの具体的構成要

素と僻地特有の課題への感度を考慮して選定さ

れた具体的な評価指標リストは、表 1・2 のよう

になった。 
本研究で提示したロジックモデル（表 1）の最

大の特徴は、従来の構造指標（資源量）の不足を

前提とし、それを「到達可能性」や「多機能人材」

というアクティビティおよびアウトプットで補

完する論理構造にあると考えられる。 
特に、プロセス指標として挙げた「支援付き遠

隔診療実施率（P-2）」は、単なる ICT 導入とい

う構造評価を超え、デジタル・ディバイドという

僻地特有の課題を「人の介在」によって解決する

プロセスを評価対象としており、実効性の高い指

標と考えられる。 
今後は、これらの指標が「ACSC 緊急入院率（O

-1）」や「在宅看取り率（O-2）」といった最終ア

ウトカムに寄与するメカニズムについて、地域ご

との文脈（交通インフラの脆弱性や社会的資本の

多寡）に応じた重み付けを検討することが、より

精緻な評価に繋がると考えられた。 
（研究の限界） 
本研究にはいくつかの限界がある。第一に、検

索対象を英語と日本語の文献に限定したため、他

言語で報告されている有用なモデルを見落とし

ている可能性がある。 
第二に、2015 年から 2025 年までの期間を設定

したが、急速に進化するデジタル技術やドローン

活用等の最新事例の一部は、未だ十分な査読付き

論文として蓄積されていない可能性がある。 
第三に、システマティックレビューの結果から

得られた指標案は国内外の知見を統合したもの

であり、日本国内の特定の僻地や中山間地域にお

ける適用可能性については、今後実証的な検証が

必要である。 
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Ｅ. 結論 

2015 年から 2025 年の文献レビューを通じて、

僻地・中山間地域における医療介護連携の評価は、

都市型の効率モデルから、地域型の「統合・到達

性・持続可能性」モデルへと転換すべきであるこ

とが示された。提案した指標（案）を実装してい

くためには、既存のデータシステムの統合が不可

欠となる。 
本レビューで抽出された諸外国の知見には、医

師の代替として診断や処方の一部を担うレジス

タードナース（RN）やナースプラクティショナー

（NP）による実践が含まれている。これら諸外国

の資格認定要件や法的権限（スコープ・オブ・プ

ラクティス）は日本の看護師制度とは大きく異な

る点に留意が必要である。日本への実装に際して

は、現行制度下での特定行為研修修了者等の役割

や、多職種によるチーム医療の枠組みの中で、こ

れら海外モデルの機能をいかに代替するかを検

討することが求められる。 
システマティックレビューで明らかになった

海外の事例では、成果に基づく支払い（Value-Ba
sed Payment）が有効とされている。僻地におい

ては、移動時間や調整業務が大きなコストとなる

ため、アウトカムの達成に対して地域全体にイン

センティブを付与する仕組みが必要であると考

えられた。 
 
Ｆ. 健康危険情報 

なし 
 

Ｇ．研究発表 

１.論文発表 

なし 
 

２.学会発表 

なし 
 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

なし 
 

２．実用新案登録 

なし 
 

３．その他 

なし 
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表 1 僻地・中山間地域におけるロジックモデルの具体的構成要素(案) 
ステージ 定義 僻地・中山間地域における具体的構成要素 
1. インプ

ット 
  

システム運用のた

めに動員される資

源 

人的資源 高度実践看護師等（専門看護師、認定看護師、診療看護

師など）、巡回診療チーム、地域ボランティア、民生委員。 
物的資源 モバイルクリニック車両、ICT 端末、ドローン搬送シ

ステム、医療介護共有カルテ。 
社会的資源 互助ネットワーク、ソーシャルキャピタル。 
財政 包括的予算（Global Budget）や各種交付金。 

2. アクテ

ィビティ 
(活動プロ

セス) 

インプットを用い

て実施される具体

的な連携活動 

多職種協働 （オンライン）多職種カンファレンス。 
アウトリーチ 訪問診療・訪問看護、モバイルクリニックによる

巡回健診。 
情報共有 ICT ツールを用いたリアルタイムのバイタル・生活状

況の共有、オンライン服薬指導。 
支援 介護者へのレスパイトケア、移動支援の提供。 

3. アウト

プット 
活動の結果として

直接的に生み出さ

れた量 

量 共有ケアプランの作成数、多職種協働カンファレンス開催数。 
範囲 独居高齢者への訪問カバー率、遠隔モニタリング導入件数。 
連携 医療機関から介護事業所への情報提供件数、退院後早期訪

問率。 
教育 住民向け健康教室の開催回数。 

4. アウト

カム 
対象者（患者・家族・

専門職）に生じた変

化 

患者 服薬コンプライアンス向上、ACSC 入院の減少、QOL スコ

アの維持。 
家族 介護負担感（ZBI スコア）の軽減、介護離職の防止。 
専門職 連携満足度の向上、業務効率化。 
システム 在宅復帰率の向上。 

5. インパ

クト 
地域社会全体への

波及効果・究極の目

標 

Aging in Place 在宅看取り率の向上。 
地域持続性 医療費の適正化、地域コミュニティの維持。 
公平性 都市部との健康格差縮小。 

 
表 2 僻地・中山間地域における在宅医療介護連携の評価指標リスト（案） 
NO 指標名 定義等 僻地における選定根拠・意義 
S-1 ICT 地域カ

バレッジ率 
地域内の医療・介護事業所のうち、共

通の情報共有システム（MCS 等）に

接続・稼働している施設の割合。 

物理的距離の壁を越えるため、非同期で

のデータ共有基盤が必須。 

S-2 訪問・巡回

機能密度 
高齢者人口 1,000 人あたりの訪問診

療・訪問看護ステーション数、および

モバイルクリニック稼働台数。 

医療機関へのアクセス困難地域では、

「医療が動く」能力がアクセスの代理指

標となる 12。 
S-3 医療搬送シ

ステム充足

率 

対象地域の居住地から 30 分以内にア

クセス可能な非緊急的な医療搬送ま

たはドローン配送のカバー率。 

移動手段の欠如は医療の断絶を意味す

るため、物流・交通を含む評価が重要。 

S-4 多機能人材

配置率 
特定行為研修修了看護師や、地域での

予防活動・コーディネート機能を併せ

持つ看護職等の配置割合。 

人材不足地域では、予防から高度ケアま

でを担い、多職種をコーディネートでき

る人材がシステムの強靭性を高める。 
P-1 退院時カン

ファレンス

実施率 

入院していた要介護高齢者のうち、退

院前に病院と地域のケアチームが合

同カンファレンスを実施した割合。 

遠方の基幹病院と地域の在宅チームの

断絶を防ぐ最重要プロセスとされてい

る 13。 
P-2 支援付き遠

隔診療実施

率 

全遠隔診療件数のうち、訪問看護師や

支援員が患者側で補助を行った件数

の割合。 

高齢者のデジタル・ディバイドを解消

し、実効性のある遠隔医療を評価する
14。 

P-3 包括的ケア

プラン策定

医療と介護の目標が統合されたプラ

ンの割合。 
多職種が同じ方向を向いて支援できて

いるか 26。 
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率 
P-4 オンライン

服薬指導利

用率 

処方箋発行件数のうち、オンライン服

薬指導および配送が行われた割合。 
薬局のない地域における医薬品アクセ

スの確保状況を測る。 

O -
1 

ACSC 緊急

入院率 
人口 1,000 人あたりの、予防可能な疾

患（心不全、肺炎等）による緊急入院

発生率。 

地域医療・介護の防波堤機能が働いてい

るかを示す感度の高い指標。 

O -
2 

在宅看取り

率 
全死亡者数のうち、自宅または居住系

施設で死亡した者の割合。 
「Aging in Place」の究極の目標達成度
15。 

O -
3 

介護者負担

感指数（ZBI
変化量） 

介入前後における主介護者の負担感

スコアの変化。 
インフォーマル・ケアに依存しやすい僻

地において、家族の共倒れを防ぐため必

須とされている 4。 
O -
4 

患者経験価

値（PREM
s） 

「医療者と介護者の間で話が通じて

いると感じるか」等の連携実感スコ

ア。 

利用者視点での「統合」の質を評価する。 

※ S=Structure、P=Process、0＝Outcome を指す。 
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Ａ. 研究目的 

 我が国では急速な高齢化が進行しており、今

後も高齢者人口の増加が見込まれている。2040

年頃には、高齢者人口がピークを迎えるととも

に、医療・介護ニーズのさらなる増大が予測さ

れている１）。このような状況の中で、高齢者が

住み慣れた地域で自分らしい生活を継続でき

るよう支えるサービス提供体制の構築が重要 

 

な課題である。 

その中核的な要素の一つが在宅医療である。

高齢者の多くは慢性疾患や複数の疾病を抱え

ながら生活しており、入院医療だけでなく地域

において継続的に医療を受けることができる

体制の整備が求められている 2）。また、高齢者

の生活を支えるためには医療のみならず介護

サービスとの連携が不可欠であり、医療と介護

研究要旨 

目的：僻地・中山間地域および小規模自治体における医療・介護連携に係る指標の検討に資する基

礎資料を得ることを目的として、地域住民の意向やニーズを把握するための調査を実施した。 

方法：奈良県在住の 40～79 歳の住民を対象として、インターネット調査会社の登録モニターを用

いた無記名ウェブアンケート調査を実施した。地域における医療・介護体制に対する認識や不安、

災害時および感染症流行時に行政へ期待する役割等について調査するとともに、一部設問では自由

記述回答を求め、テキスト分析を行った。 

主な結果：住民が安心して暮らせる地域の条件として、医療・介護サービスの充実に加え、生活施

設へのアクセスや公共交通機関の利便性、地域のつながりなどが重視されていることが示された。

また、地域の医療・介護体制に対しては連携や相談体制への不安が一定程度みられた。さらに、災

害発生時や感染症流行時には、医療や介護の提供体制の確保とともに行政による正確で分かりやす

い情報提供への期待が大きいことが明らかとなった。 

結論：本研究で得られた住民の意向やニーズに関する知見は、地域における医療・介護連携体制の

整備や在宅医療の推進に向けた施策の検討に資する基礎資料として活用できると考えられる。特

に、僻地・中山間地域や小規模自治体における医療・介護連携の評価指標の検討や、災害発生時や

感染症流行時における地域の医療・介護体制の整備に関する政策立案への活用が期待される。 
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の切れ目のない連携体制の構築が重要である。 

在宅医療については、1：日常の療養支援、2：

入退院支援、3：急変時の対応、4：看取りから

なる「在宅医療の 4つの場面」を地域で切れ目

なく支える体制の整備が求められている１）。こ

れらの場面では、医療機関、訪問看護、介護サ

ービス事業所、地域包括支援センター、行政な

ど多様な主体が連携しながら支援を行う必要

がある。 

一方で、医療・介護資源の状況や人口構成は

地域によって大きく異なり、特に僻地や中山間

地域、小規模自治体では医療資源の不足やサー

ビス提供体制の脆弱性などの課題が指摘され

ている。そのため、これらの地域において医療・

介護連携を効果的に推進するためには、地域の

実情に応じた体制整備を進めるとともに、医

療・介護連携の状況を把握・評価するための指

標を検討することが重要である。 

また、地域における医療・介護体制のあり方

を検討する際には、サービス提供側の視点だけ

でなく、地域住民の意向やニーズを把握するこ

とも重要である。特に、高齢期に安心して暮ら

せる地域の条件や、医療・介護体制に対する不

安、災害発生時や感染症流行時に行政や地域の

医療・介護体制に期待する役割などを明らかに

することは、地域における医療・介護連携の在

り方を検討するうえで重要な基礎資料となる。 

そこで本研究では、僻地・中山間地域および

小規模自治体における医療・介護連携に係る指

標の検討に資することを目的として、地域住民

を対象としたウェブアンケート調査を実施し

た。本調査では、地域における医療・介護体制

に対する住民の認識や不安、災害発生時および

感染症流行時に行政へ期待する役割、さらに高

齢期に安心して暮らせる地域の条件等につい

て把握し、医療・介護連携に関する指標の検討

に資する基礎資料を得ることを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

Ｂ-1．調査方法 

（1）調査対象と目標回収数 

奈良県在住の 40～79歳の住民を対象とした。

調査対象者は、年齢階級別・男女別の人口構成

比に基づき割付を行った。目標回収数は 1,600

名とした。 

 

（2）調査方法と調査期間 

インターネット調査会社の登録モニターを

対象とした無記名ウェブアンケート調査を実

施した。対象者にはメールで調査案内を配信し、

調査に同意したモニターから回答を回収した。

調査は 2026 年 1月に実施した。 

 

（3）主な調査項目 

主な調査項目は以下のとおりである。 

• 基本属性（性別、年齢、居住地、移動手段、

運転免許返納状況） 

• 健康状態および生活状況、医療・介護利用状

況（かかりつけ医・歯科医、要介護度など） 

• 地域との繋がりや住み続けたい地域の特徴 

• ACP（アドバンス・ケア・プランニング）の

認知、医療と介護の連携に関する認識 

• 災害発生時および感染症流行時における行

政への期待 

• 自由記述による意見 

Q：高齢になっても安心して暮らせる地域

とは、どのような地域ですか。 

Q：お住まいの地域の医療や介護の体制に

ついて不安に感じることや要望はありま

すか。 

Q：今後発生する災害（大地震や風水害など）

の際に、行政（市町村）にどのような対応

を期待しますか。 

Q：今後感染症が拡大した場合（パンデミッ

ク時）に、行政（市町村）にどのような対

応を期待しますか。 

 

Ｂ-2．分析方法 

自由記述回答については、テキスト分析ソフ

トである KH Coder（Ver.3.02c）を用いて分析
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を行った。分析に際しては、設問ごとに回答を

1 文書 1 行の形式に整理したうえで、不要な改

行や空白の削除などの前処理を実施した。また、

意味的に近い語については可能な範囲で同義

語整理および表記統一を行った。 

その上で、以下の分析を実施し、回答内容に

おける主要な語の出現傾向および語同士の関

連性を検討した。 

• 頻出語分析 

• 共起ネットワーク分析 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は国立保健医療科学院倫理審査委員会

の承認を得て実施した。調査は無記名で実施し、

回答は統計的に処理するとともに、個人情報の保

護および研究倫理に十分配慮して実施した。 

 

Ｃ. 研究結果 

Ｃ-1. 回収状況 

最終的な回収数は 1,681名であった。年齢階

級別および男女別の回収数は、75歳以上女性群

の回答が目標数に達しなかったため70-74歳女

性群からの回答で補充したが、概ね目標割付に

沿った構成となった（表１）。 

県内の 39 自治体別では、県庁所在地である

奈良市からの回答が最多（482 人）であり、次

いで橿原市（181人）、生駒市（140人）、大和

郡山市（117 人）であり、県内自治体の人口比

率に近い割合であった。県南部の過疎地域の自

治体（十津川村、東吉野村など）からの回答は

１名であったものの、全ての自治体に居住する

住民から回答を得ることができた。回答者のう

ち、要支援：14人、要介護：18 人であった。 

 

Ｃ-2. 調査結果 

Ｃ-2-1. 急病時の医療対応に対する認識 

「自宅で急に具合が悪くなった際に、往診や救

急との連携により迅速で適切な対応が受けられ

ると思いますか」という質問に対しては、「強く

そう思う」「ややそう思う」と回答した者が多数

を占めた一方で、「あまりそう思わない」「全く

そう思わない」と回答した者も同程度存在し、地

域の医療提供体制に対する不安が示された。（図

1） 

 

Ｃ-2-2. 人生の最期を迎えたい場所 

自身が回復困難な病気となり、1 年以内に死亡

すると診断された場合の希望する最期の場所と

しては、「自宅」が最も多く、次いで「病院・診

療所」および「ホスピス・緩和ケア施設」が多か

った。この結果から、5 割程度の住民が自宅での

看取りを希望していることが示唆された。（図 2） 

 

Ｃ-2-3. 災害発生時に関する意識 

(1）災害発生時の医療・介護に対する不安 

災害発生時に必要な医療や介護を受けられな

くなることへの不安については、「そう思う」「や

や思う」と回答した者が多数を占め、災害時の医

療・介護体制に対する住民の不安が比較的高いこ

とが示された。（図 3） 

 

(2）在宅療養者への支援 

在宅療養者が災害発生時にも生活を継続でき

るようにするために必要な支援としては、以下の

項目が比較的多く選択された。 

• 食料・水・生活物資の確保 

• 医療や介護に関する連絡体制の確保 

• 急変時や避難時の搬送体制 

• 医療・介護・行政が連携した相談体制 

 

(3）避難所で期待される支援 

避難所において住民が期待する医療・介護支援

としては、以下の項目が比較的多く選択された。 

• 医師や看護師による健康チェック 

• 持病に対する薬の確保 

• 感染症対策 

• 福祉避難スペースの整備 

 

(4）行政に期待される役割 
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災害発生時に行政へ期待する役割としては、以

下の項目が比較的多く選択された。 

• 食料・水などの生活物資の安定供給 

• 避難所での医療・介護支援の確保 

• 要支援者の避難支援体制 

• 医療機関・介護事業所との連携体制 

 

Ｃ-2-4. 感染症流行時に関する意識 

（1）行政から提供してほしい情報 

感染症流行時に行政から提供してほしい情報

としては、以下の項目が比較的多く選択された。 

• 発熱外来や検査医療機関の情報 

• 医療機関の受診状況 

• 地域の感染状況 

• ワクチン接種情報 

 

（2）行政に期待する役割 

感染症流行時に行政へ期待する役割としては、

以下の項目が比較的多く選択された。 

• 医療提供体制（発熱外来・入院等）の整備 

• 医療機関・介護施設への支援 

• 正確で分かりやすい情報発信 

• 医療と介護の連携調整 

 

Ｃ-2-5. 自由記述回答のテキスト分析 

（1）高齢になっても安心して暮らせる地域 

質問「高齢になっても安心して暮らせる地域と

は、どのような地域ですか」に対する自由記述回

答のテキスト分析では、頻出語（上位 5つ）は 1：

医療機関、2：地域、3：生活、4：近く、5：施設

であった。 

図 4に共起ネットワーク図を示すが、以下のよ

うな要素が特徴的に抽出された。これらは、高齢

期における生活基盤として重要な地域条件であ

ることが示唆された。 

• 医療機関や生活施設が近いこと 

• 地域の安心・安全や住民同士のつながり 

• 医療・介護・福祉サービスの充実 

• 公共交通機関の利便性 

 

（2）地域の医療・介護体制への不安 

質問「お住いの地域の医療や介護の体制につい

て不安に感じることや要望はありますか」に対す

る自由記述回答のテキスト分析では、頻出語（上

位 5つ）は 1：介護、2：不安、3：医療、4：医療

機関、5：地域であった。 

図 5に共起ネットワーク図を示すが、以下のよ

うな要素が特徴的に抽出された。 

• 医療と介護の連携への不安 

• 医療機関や介護施設の不足 

• 相談先が分かりにくいこと 

 

（3）災害発生時に行政へ期待すること 

質問「今後発生する災害（大地震や風水害など）

の際に、行政（市町村）にどのような対応を期待

しますか」に対する自由記述回答のテキスト分析

では、頻出語（上位 5 つ）は 1：避難、2：確保、

3：迅速、4：情報、5：対応であった。 

図 6に共起ネットワーク図を示すが、以下のよ

うな要素が特徴的に抽出された。 

• 安全な避難場所の確保 

• 正確な情報提供と迅速な対応 

• 医療・介護体制への支援 

• 地域での災害訓練や連携 

 

（4）感染症流行時に行政へ期待すること 

質問「今後感染症が拡大した場合（パンデミッ

ク時）に、行政（市町村）にどのような対応を期

待しますか」に対する自由記述回答のテキスト分

析では、頻出語（上位 5つ）は 1：情報、2：正確、

3：対応、4：提供、5：迅速であった。 

図 7に共起ネットワーク図を示すが、以下のよ

うな要素が特徴的に抽出された。 

• 正確で迅速な情報提供 

• 医療機関への受診体制 

• 医療体制の充実 

• 感染拡大防止対策 

 

Ｄ. 考察   

 本調査では、奈良県在住の 40～79 歳の住民を
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対象に、地域における医療・介護体制に対する認

識や不安、災害発生時および感染症流行時に行政

へ期待する役割等について把握した。 

その結果、住民が安心して暮らせる地域の条件

として、医療・介護サービスの充実に加え、生活

施設へのアクセスや公共交通機関の利便性、地域

のつながりなど、生活環境に関する要素が重視さ

れていることが示唆された。これらは、高齢者が

地域で生活を継続するためには医療や介護サー

ビスのみならず、生活基盤を含めた地域全体の支

援体制が重要であることを示している。 

人生の最期を迎える場所として自宅を希望す

る者が５割程度存在しており、在宅での療養や看

取りを支える体制の整備の重要性が示唆された。

在宅医療の推進においては、「日常の療養支援」

「入退院支援」「急変時の対応」「看取り」とい

った在宅医療の各場面を地域で支える体制の構

築が求められており、医療と介護の連携のさらな

る強化が重要であると考えられる。 

地域の医療や介護体制に関する自由記述では、

医療と介護の連携に対する不安や医療機関・介護

施設の不足、相談先が分かりにくいことなどが指

摘された。地域包括ケアシステムの推進において

は医療・介護連携が重要とされているが、住民の

視点からはその体制が必ずしも十分に認識され

ているとは言えない可能性がある。住民が安心し

て地域で生活するためには、相談窓口や支援体制

を分かりやすく示すことが重要であると考えら

れる。特に僻地や中山間地域、小規模自治体では

医療機関や生活施設へのアクセスが課題となる

ことが多く、地域の実情に応じた生活支援や移動

支援の仕組みを含めた包括的な地域づくりが重

要であると考えられる。 

災害発生時の医療・介護に関する意識について

は、必要な医療や介護を受けられなくなることへ

の不安を感じている住民が多く、生活物資の確保、

医療・介護サービスの継続、医療・介護関係者と

の連絡体制などの支援が求められていた。特に僻

地・中山間地域、小規模自治体では災害発生時の

医療と介護へのアクセスが制限される可能性が

あることから、地域の医療機関、介護事業所、自

治体が連携した地域レベルでの支援体制の構築

が重要である。 

また、感染症流行時には、医療機関の受診体制

や感染状況などの正確な情報提供を求める回答

が多く、行政による分かりやすい情報発信や医療

提供体制の整備への期待が示された。新型コロナ

ウイルス感染症（COVID-19）の経験を踏まえ、感

染症流行時には医療のみならず介護分野を含め

た地域全体での対応が求められていると考えら

れる。 

本研究は奈良県を対象としたウェブ調査であ

り、今後は地域差や年齢階級別の分析を進めると

ともに、医療・介護レセプトデータ（KDBデータ）

等と組み合わせた分析を行うことで、住民の意向

と地域における医療・介護連携の状況を多面的に

把握することが可能になると考えられる。これら

の分析結果は、僻地・中山間地域や小規模自治体

における医療・介護連携の体制整備および関連す

る指標の検討に資する基礎資料となることが期

待される。 

 

・研究の限界 

本研究にはいくつかの限界がある。第 1に、本

調査はインターネット調査会社のモニターを対

象としたウェブアンケート調査であり、調査対象

がインターネット利用者に限定されることから、

必ずしも地域住民全体の意見を代表していると

は限らない可能性がある。第 2に、本調査は奈良

県在住者を対象として実施したものであり、得ら

れた結果が他地域にそのまま一般化できるとは

限らない。第 3に、本調査は横断的調査であるた

め、住民の意識や不安と実際の医療・介護体制と

の因果関係を明らかにすることはできない。 

 

Ｅ. 結論 

本研究では、ウェブアンケート調査により、地

域における医療・介護体制や行政への期待に関す

る住民の意識を把握した。本研究で得られた住民

の意向やニーズに関する知見は、地域における医
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療・介護連携体制の整備や在宅医療の推進に向け

た施策の検討に資する基礎資料として活用でき

ると考えられる。特に、僻地・中山間地域や小規

模自治体における医療・介護連携の評価指標の検

討や、災害時および感染症流行時における地域の

医療・介護体制の整備に関する政策立案への活用

が期待される。 

 

引用文献 

１）在宅医療・介護連携推進事業の手引き Ver.4 

https://www.mhlw.go.jp/con-

tent/001468173.pdf 

 

２）在宅医療に必要な連携を担う拠点の整備・運

用に関するガイドブック（令和７年３月）

https://www.mhlw.go.jp/con-

tent/10802000/001465325.pdf 
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なし 
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１.論文発表 

なし 

２.学会発表 

なし 

 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 

なし
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表１．年齢階級別割付（目標数）と回収状況 

 

 

 

 

 

図１．

質問「自宅で急に具合が悪くなった時でも往診や救急との連携によって、迅速で適切な対応が受けられ

ると思いますか？」に対する回答 

 

 

 

 

45, 3%

725, 43%

687, 41%

140, 8%

84, 5%

1：強くそう思う

2：ややそう思う

3：あまりそう思わない

4：全くそう思わない

5：地域の状況がわからない
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図２． 

質問「あなた自身が病気となり治癒する見込みがなく 1年以内に死に至ると診断された場合、人生の最

期を迎える場所について最も希望する場所はどこですか？」に対する回答 

 

 

 

 

図３． 

質問「災害時に自分や家族が必要な医療や介護を受けられないのではないかと不安を感じますか？」に

対する回答 

 

 

  

908, 54%

31, 2%

341, 20%

67, 4%

28, 2%

285, 17%

21, 1%

1：自宅

2：家族や親族の家

3：病院・診療所

4：介護施設（特別養護老人ホーム、

介護老人保健施設）
5：有料老人ホーム、サービス付き高

齢者向け住宅など
6：ホスピス・緩和ケア施設

243, 14%

908, 54%

449, 27%

81, 5%

1：そう思う

2：やや思う

3：あまり思わない

4：思わない
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図４．テキスト分析による共起ネットワーク図 

質問「高齢になっても安心して暮らせる地域とは、どのような地域ですか」に対する自由回答 

図５．テキスト分析による共起ネットワーク図 

質問「お住いの地域の医療や介護の体制について不安に感じることや要望はありますか」に対する自由

回答 
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図６．テキスト分析による共起ネットワーク図 

質問「今後発生する災害（大地震や風水害など）の際に、行政（市町村）にどのような対応を期待しま

すか」に対する自由回答 

図７．テキスト分析による共起ネットワーク図 

質問「今後感染症が拡大した場合（パンデミック時）に、行政（市町村）にどのような対応を期待しま

すか」に対する自由回答 
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令和 ８年 ３月 ３１日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名  国立保健医療科学院 

 
                      所属研究機関長 職 名  院長 
                                                                                      
                              氏 名  浅沼 一成         
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  長寿科学政策研究事業                              

２．研究課題名  僻地、中山間地域、小規模自治体を中心とした医療・介護連携に係る指標の検討に資す

る研究         

３．研究者名  （所属部署・職名） 医療・福祉サービス研究部・部長                           

    （氏名・フリガナ） 赤羽 学・アカハネ マナブ                           

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 国立保健医療科学院 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和８年２月３日 
厚生労働大臣 殿 

                  
                              機関名  公立大学法人奈良県立医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  理事長 
                                                                                      
                              氏 名 細井 裕司                   
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 長寿科学政策研究事業                            

２．研究課題名 僻地、中山間地域、小規模自治体を中心とした医療・介護連携に係る指標の検討に

資する研究    

３．研究者名  （所属部署・職名） 公衆衛生学講座・准教授                  

    （氏名・フリガナ） 次橋 幸男・ツギハシ ユキオ               

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 奈良県立医科大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ８年 ３月 ３１日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名  国立保健医療科学院 

 
                      所属研究機関長 職 名  院長 
                                                                                      
                              氏 名  浅沼 一成         
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  長寿科学政策研究事業                              

２．研究課題名  僻地、中山間地域、小規模自治体を中心とした医療・介護連携に係る指標の検討に資す

る研究         

３．研究者名  （所属部署・職名） 医療・福祉サービス研究部・主任研究官                           

    （氏名・フリガナ） 中西 康裕・ナカニシ ヤスヒロ                           

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 国立保健医療科学院 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和８年２月３日 
厚生労働大臣 殿 

                  
                              機関名  公立大学法人奈良県立医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  理事長 
                                                                                      
                              氏 名 細井 裕司                   
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 長寿科学政策研究事業                            

２．研究課題名 僻地、中山間地域、小規模自治体を中心とした医療・介護連携に係る指標の検討に

資する研究    

３．研究者名  （所属部署・職名） 公衆衛生学講座・助教                   

    （氏名・フリガナ） 西岡 祐一・ニシオカ ユウイチ              

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 奈良県立医科大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ８年 ３月 ３１日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名  国立保健医療科学院 

 
                      所属研究機関長 職 名  院長 
                                                                                      
                              氏 名  浅沼 一成         
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  長寿科学政策研究事業                              

２．研究課題名  僻地、中山間地域、小規模自治体を中心とした医療・介護連携に係る指標の検討に資す

る研究         

３．研究者名  （所属部署・職名） 医療・福祉サービス研究部・上席主任研究官                           

    （氏名・フリガナ） 大夛賀 政昭・オオタガ マサアキ                           

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 国立保健医療科学院 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



2026 年 3 月 13 日 
厚生労働大臣 殿 

                                                                           
                              機関名  神奈川県立保健福祉大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名  村上 明美         
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 厚生労働科学研究費補助金（長寿科学政策研究事業）                                          

２．研究課題名 僻地、中山間地域、小規模自治体を中心とした医療・介護連携に係る指標の検討に資する

研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）実践教育センター・地域ケア教育部長（兼）保健福祉学部・准教授                                

    （氏名・フリガナ）柴山 志穂美（シバヤマ シオミ）                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □  ■    □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 8年 3月 10日 
厚生労働大臣 殿                                        

                    
                           一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 
                              機関名 医療経済研究機構 

 
                      所属研究機関長 職 名 所長 
                                                                                      
                              氏 名 遠藤 久夫       
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 長寿科学政策研究事業                                        

２．研究課題名 僻地、中山間地域、小規模自治体を中心とした医療・介護連携に係る指標の検討に資する研究                                        

３．研究者名  （所属部署・職名）一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構研究部・特任研究員 

    （氏名・フリガナ）松本 佳子 ・ マツモト ヨシコ                                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 

国立保健医療科学院研究倫理

審査委員会 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ８年 ５月８日 
厚生労働大臣 殿                                        

                    
 
                              機関名 北海道大学病院 

 
                      所属研究機関長 職 名 院長 
                                                                                      
                              氏 名   南須原 康行        
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 長寿科学政策研究事業                                        

２．研究課題名 僻地、中山間地域、小規模自治体を中心とした医療・介護連携に係る指標の検討に資する研究                                        

３．研究者名  （所属部署・職名）    北海道大学病院 予防歯科 助教          

    （氏名・フリガナ）      山本 貴文 (ヤマモト タカフミ)                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ８年 ３月 ３１日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名  国立保健医療科学院 

 
                      所属研究機関長 職 名  院長 
                                                                                      
                              氏 名  浅沼 一成         
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  長寿科学政策研究事業                              

２．研究課題名  僻地、中山間地域、小規模自治体を中心とした医療・介護連携に係る指標の検討に資す

る研究         

３．研究者名  （所属部署・職名） 医療・福祉サービス研究部・研究員                           

    （氏名・フリガナ） 森井 康博・モリイ  ヤスヒロ                           

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 国立保健医療科学院 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和８年２月３日 
厚生労働大臣 殿                                        

                    
 
                              機関名 公立大学法人奈良県立医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                              氏 名 細井 裕司          
 
次の職員の令和７年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。 

１．研究事業名 長寿科学政策研究事業                                        

２．研究課題名 僻地、中山間地域、小規模自治体を中心とした医療・介護連携に係る指標の検討に資する研究                                        

３．研究者名  （所属部署・職名）消化器内科学 博士研究員                                 

    （氏名・フリガナ）赤羽 たけみ（アカハネ タケミ）                                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ８年 ３月 ３１日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名  国立保健医療科学院 

 
                      所属研究機関長 職 名  院長 
                                                                                      
                              氏 名  浅沼 一成         
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  長寿科学政策研究事業                              

２．研究課題名  僻地、中山間地域、小規模自治体を中心とした医療・介護連携に係る指標の検討に資す

る研究         

３．研究者名  （所属部署・職名） 医療・福祉サービス研究部・主任研究官                           

    （氏名・フリガナ） 金 雪瑩・キン セツエイ                           

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 国立保健医療科学院 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 


